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近
代
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
境
の
成
立
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守
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実日

子

{要
約
】

直
線
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
国
境
の
多
い
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
イ
ラ
ン
と
そ
の
西
隣
に
あ
る
ト
ル
コ
や
イ
ラ
ク
と
の
国
境
線
は
、
稀
な
こ
と
だ

が
山
あ
い
を
縫
っ
て
走
っ
て
い
る
。
こ
の
困
境
線
の
成
立
の
背
景
に
は
、

一
八
四
七
年
に
、
ガ
l
ジ
ャ
l
ル
朝
イ
ラ
ン
と
オ
ス
マ
ン
朝
間
で
締
結
さ
れ
た

第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
を
起
点
に
、
イ
ラ
ン
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
国

境
問
題
が
、

一
六
世
紀
の
イ
ラ
ン
で
成
立
し
た
シ
l
7
派
政
権
で
あ
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
と
ス
ン
ナ
派
の
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
対
立
に
遡
り
、
な
か
で
も

一

六
三
九
年
の
ゾ
ハ

1
7協
定
に
お
い
て
国
境
の
基
本
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
で
は
こ
の
ゾ
ハ

I
プ
協
定
の
内
容
を
確
認

す
べ
く
、
国
境
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
よ
り
詳
細
な
国
境
線
を
定
め
る
努
力
が
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
の
圧
力
の
も
と
で
為
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
結
果
、

一
九
世
紀
中
葉
に
は
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
伝
統
的
な
「
境
域
」
概
念
か
ら
、
近
代
的
な
「
線
」
と
し
て
の
国
境
成
立
の
萌
芽
が
こ
の
地
域
に
お
い

て
見
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

史
林
九
O
巻
一
号

ニ
O
O
七
年
一
月

lま

じ

め

現
代
の
西
ア
ジ
ア
の
地
図
を
見
る
と
、
直
線
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
国
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
列
強
の
帝
国
主
義
の
産
物
と
し
て
二

O
世

紀
に
設
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
ま
っ
す
ぐ
な
国
境
線
の
中
で
、
イ

ラ

ン

イ

ス

ラ

l
ム
共
和
国
と
、
そ
の
西
隣
の
ト
ル
コ
共
和
国
や
イ
ラ
ク
と
の
国

境
線
は
山
あ
い
を
経
っ
て
走
っ
て
い
る
。
現
在
そ
の
距
離
は
、

イ
ラ
ン
と
ト
ル
コ
の
間
で
は
四
九
九
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
ま
た
イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク



①
 

の
問
で
は
一
四
五
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
。
南
部
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
聞
に
川
や
海
と
い
っ
た
自
然
の
境
界
線
は
存
在
せ
ず
、
国
境

の
大
部
分
は
、
北
方
の
ア
ラ
ラ
ト
山
を
起
点
に
、

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
が
連
な
る
山
岳
地
帯
の
中
に
あ
る
。

西
ア
ジ
ア
で
は
稀
に
見
る
、
直
線
に
拠
ら
な
い
こ
の
国
境
線
は
、

い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
東
の
他
の
地
域
と

は
異
な
る
成
立
の
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
イ
ラ
ン
と
ト
ル
コ
イ
ラ
ク
国
境
の
成

立
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
る
。

イ
ス
ラ
l
ム
社
会
で
は
伝
統
的
に
、
「
境
界
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
お
お
む
ね
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ハ

y
ド
主
主
己
」
と
そ
の
複
数
形
で

@
 

あ
る
「
7
ド
ゥ
l
ド
主
主
旦
)」
と
い
う
絡
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。「
フ
ド
ゥ
l
ド
」
を
使
用
し
た
牲
と
し
て
特
に
有
名
な
も
の
は
、

O 
世

紀
に
ベ
ル
ン
ア
組
問
で
著
さ
れ
た

『世
界
諸
境
域
誌
言
え
足
早
Rb
e
さ
と
で
あ
ろ
う
。
向
性
の
性
名
に
も
現
れ
る
「
7
ド
ゥ

1
ド
」
は
、
近
代
的

な
意
味
で
の
国
境
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
「
境
域
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
あ
る

一
定
の

「
広
が
り
を
も
っ
範
囲
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
清
水
宏
祐
氏
の
考
察
に
よ
る
と

ア
ラ
ビ
ア
垣
間
で
は

ハ
ァ
ド
は
「
境
界
」
を
示
し
、

そ
し
て
「
ブ
ド
ウ
l
ド
」
は
あ
く
ま
で
も
そ

の
複
数
形
と
し
て
「
四
囲
」
の
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、

『世
界
諸
境
域
誌
』
に
お
い
て
は
、
「
7
ド
ゥ
1
ド
」
は
「
(
支
配
権
や
都

近代酉アジアにおける固墳の成立(守川)

市
固
と
い
っ
た
)
あ
る
も
の
の
及
ぶ
範
囲
」
「
地
理
的
な
範
囲
」
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
都
市
や
村
な
ど
が
含
ま
れ
、
「
そ
の
外
縁
部
は
、
「
接
す

@
 

る
」
よ
う
な
実
体
を
も
っ
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。『
世
界
諸
境
域
誌
』
に
限
ら
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
諾
や
ベ
ル
シ
ア
語
の
地
理
舎
で
は
、
他
地
域

と
の
「
境
界
」
は
、
常
に
こ
の
「
広
が
り
あ
る
範
囲
」
で
あ
る
「
7
ド
ゥ

l
ド
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
旬
、
川
や
道
と
い
っ
た
明
確
な
線
を

引
く
こ
と
が
困
難
な
多
く
の
地
域
の
「
境
界
」
に
お
い
て
、
人
が
住
む
集
落
を
含
め
、

そ
の
さ
ら
に
先
の
無
人
地
帯
を

一
括
し
て
、
「
境
域
」

と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

き
て
本
稿
で
対
象
と
す
る
イ
ラ
ン

イ
ラ
ク
の
国
境
は

一
九

一一

年

一二
月
に
オ
ス
マ
ン
朝

〈
一
二
九
九
|一

九
二
二
)
と
イ
ラ

ト
ル
コ

ン
の
ガ
l
ジ
ャ
!
ル
朝

(一

七
九
六
|
一
九
二
五
)
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
テ
ヘ
ラ
ン
裁
定
性
、

お
よ
び

一
九

二
二
年

一一

月
の
イ
ス
タ
ン
プ
l
ル

設
定
書
に
基
づ
い
て
お
り
、
特
に
後
者
の
設
定
牲
に
お
い
て
、
両
国
の
国
境
は
詳
細
か
っ
具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

一
九
三
七
年
の

(63 ) 63 



ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
四
ヵ
国
が
、
国
境
不
可
侵
と
内
政
不

申

干
渉
を
相
互
に
承
認
し
、
こ
こ
に
、
今
日
に
ま
で
続
く
国
境
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
テ
ヘ
ラ
ン
議

サ

l
F
l
パ
l
ド

(テ
へ
ラ
ン
)
条
約
に
お
い
て
、
ト
ル
コ
、

イ・-フン、

イ
ラ
ク
、

( 64) 64 

定
書

・
イ
ス
タ
ン
プ

l
ル
議
定
書
双
方
で
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

イ
ラ
ン
と
ト
ル
コ
の
国
境
は
二
O
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
新
た
に
設
定
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
条
約
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
条
約
と
は
、

骨

ル
朝
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
の
こ
と
で
あ
る
。

一
八
四
七
年
に
、
当
時
の
オ
ス
マ
ン
朝
と
ガ

l
ジ
ャ

l

①
 

近
代
西
ア
ジ
ア
史
に
お
い
て
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
点
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
、
数
世
紀
に
わ
た

っ
て
イ
ラ
ン
と
オ
ス
マ
ン
朝
が
繰
り
広
げ
て
き
た
す
べ
て
の
抗
争
の
歴
史
が
結
自
問
し
た
条
約
で
あ
り
、
抗
争
を
解
決

に
導
く
た
め
の
努
力
が
為
さ
れ
て
い
る
。

二
、
両
政
府
の
国
境
が
、
陸
も
海
も
そ
れ
ま
で
の
条
約
以
上
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
。

、
初
め
て
河
川
利
用
権
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
。

四
、
イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
国
境
は
、
若
干
の
変
更
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
条
約
を
基
本
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。

五、

〔現
代
の
)
イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
領
土
問
題
は
、
こ
の
条
約
に
端
を
発
し
て
い
る
。

六
、
後
世
の
諸
条
約
の
基
本
条
項
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
は
、
数
世
紀
に
わ
た
る
抗
争
の
歴
史
を
持
つ
イ
ラ
ン
と
オ
ス
7
ン
朝
の
国
境

を
定
的
、
さ
ら
に
そ
れ
が
後
の
イ
ラ
ン
と
、

ト
ル
コ
、
イ
ラ
ク
の
国
境
線
の
基
本
ラ
イ
ン
と
な
る
な
ど
、
近
代
史
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
条

約
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
西
ア
ジ
ア
は
、
周
知
の
と
お
り
、
ィ
ギ
リ
ュ
、

フ
ラ
ン
ス
、

ロ
シ
ア
と
い
っ
た
列
強
の
進
出
に
附
さ
れ
て
い
た
が
、

オ
ス
マ
ン

朝
と
ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
の
二
国
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
領
土
を
創
設
し
つ
つ
も
、

'半
、
つ
じ
て
独
立
を
維
持
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
名
目
的

と
は
い
え
独
立
を
維
持
し
て
い
た
こ
の
二
国
間
で
結
ぼ
れ
た
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
を
起
占
'
に
、

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
全
長
が
あ
る
、

イ
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①
悶
辺
絡
輯
監
修
『
世
界
地
理
大
百
科
事
典
4

古
俳
由
、

二
O
O
二
年
。

②

イ
ス
ラ
i
ム
の
も
う

一
つ
の
伝
統
的
な
壇
非
概
念
で
あ
る
{
イ
ス
ラ
l
ム
の
家

(
ダ

1
ル

ア

ル
H
イ
ス
ラ
l
ム
こ
と
「
眼
争
町
一家

〈グ
l
ル
ア
ル
H
ハ
ル

プ
こ
の
壇
界
、
す
な
わ
ち
異
教
世
と
の
境
界
に
対
し
て
は
、
主
と
し
て
戸Z
m
f

{
1
-
z
z
o
乙
が
用
い
ら
れ
る
。
一

般
の
境
鼎
に
つ
い
て
は
、
「
フ
ド
ゥ
l

ド
」
の
他
.
壇
野
町
意
味
の
よ
り
強
い
「
サ
ル
ハ

ァ
ド
F
R
E
E
}
」
や
ギ
リ
シ

ア
語
由
来
的
「
ス
ヌ
1
ル
(
a
E
国
司
〉」
も
他
則
さ
れ
る
。

@

消
水
宏
祐

「ベ

ル
ン
ア
路
地
理
容
さ
-ミ
ミ
ミ
-
b
E
に
お
け
る
子
】
告
色
町
揖

全
」
『
史
淵
」

一
四
O
柑

〔
二
O
O
-
-
一
}
、

l
l
岨
頁
。

@
た
と
え
ば
ア
ラ
ビ
ア
路
ベ
ル
シ
ア
時
班
方
的
地
理
曹
を
も
と
に
=
二
四
O
年

に
執
筆
さ
れ
た
「
心
魂
の
歓
喜
{
ミ
5
官
、
ミ
宣
言
。
)
」
で
は
‘
「
ィ
ラ
l
ケ
e

ア

ラ
プ
町
時
都
市
に
つ
い
て
」
と
い
ヲ
章
の
中
で
、
「
そ
の
埴
域
E
E
E
)
は
、

ナ
ジ
ュ
ド
苅
原
と
ベ
ル
ン
ア
需
と
フ
l
ゼ
ス
タ
ー
ン
地
方
と
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン

[
地
方
]
と
デ
ィ
ヤ
ル
e

パ
ク
ル
[
地
方
]μ
憐
聾
し
て
い
る
」
と
記
さ
れ
る

の
み
で
、
具
体
的
な
境
界
線
は
示
き
れ
な
い
[
国
ω
ヨ
仏
〉
=
喜
Z
5
広
三
寸

口
自
42
2
ミ
E
b
b
-
-
ミ
ー宮
古
h
J
E
Z
Z¢
7
2
S
ヨ
白
色
口
島
司
日
ミ
2
4

↓Z
Z
E

戸

ω吋
∞
ω
唱
。
吋
]
。

⑤

イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
国
境
韓
に
つ
い
て
は
、

一
九
八
O
l
八
八
年
の
イ
ラ

μ
H

イ
ラ
ク
載
争
の
記
世
も
新
し
い
た
め
.
中
東
現
代
史
研
究
者
に
よ
っ
て
多
く
の
研

ア
ジ
ア
オ
セ
ア
ニ
ア

I
」
朝

究
の
蓄
積
が
為
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
.
z
n
「
R
E
E
F
Z

F
F
)
づ
常
切
es--n皆、語
句
。
h
b-ha
骨
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手
S
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3
雪
号
、
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聖
書
L
d
h
b
E
S
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Z
E
P
5
3
タ
』
E
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正
E
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E
Z
2
加
古
4
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d
S
ミ
E
J
4
ま
町
m
E
E
:
-
p
a
E
J
E泊

5

6

2

2
r
z
コ
】
可
。
ω
な
ど
。

@

2

3

E
ロ記

。
、
ミ
ヨ
-
o
o
p
S
害
問
。

①

F
E
E
E
M
2
こ

の
他
、
国
E目
5
M
-
E
Z
F
zO
雪
色
。
3
3
-
E
-
V市

r
z
工
Z
2
E
U
Z
司
c
z
-
宮
吋
苫
一
a
J
缶
5
-
言
、
。
h
n
宮
5
6
E
E
q
F
号
、
u
m

N
0
2
E
印
)
苫
品
目
ー畠
ム
畠
?
な
ど
を
書
聞
の
こ
と
。

@
「
イ
ラ
ン
ロ
昌国

ω吉
宮
、
F
E
E
Z
ロ
)」
の
埴
域
開
企
の
歴
史
的
箆
酷
と
、

-
九
世
紀
の
列
強
の
圧
力
に
よ
り
ガ
l
ジ
4
l
ル
制
が
簡
土
を
控
損
し
て
い
く
中

で
、
当
時
の
「
イ
ラ
ン
」
と
い
う
地
理
的
概
念
が
脆
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
論
考
と
し
て
、
3
3
0
Nmy
同

Z
E
2
印
号
2
2
3
s
関
ニ
。
?
o
s
Z
2

↓Z

E
ヨ
E
z
-
-
5
m
u
o
ヨ
2
2
E
C
と
2
-
z
ロ
S
E
R
E
a
s
Z
E
E
F
S
謡
え
』
d
h
R
骨
骨

h
E
h
h匂
え
ma

出
(
5
2
)
宅

M。
O
M
E
が
あ
る
。

第

章

第
三
次
工
ル
ズ
ル
ム
条
約
と
イ
ラ
ン

H
オ
ス
マ
ン
国
境
問
題

第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
は
、

ガ
l

ジ

ャ

l

ル

朝

の

モ

ハ

ン

マ

ド

シ

ャ

l

(在
位

一
八
三
四
l
四
八
)
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
ス
ル
タ
ン

・
ア
プ

一
部
の
地
域
や
土
地
の
双

デ
ュ
ル
メ
ジ
ト

一
世

(在
位

一
八
三
九

六

こ

の
間
で
締
結
さ
れ
、

一
、
相
手
図
へ
の
賠
償
金
請
求
の
放
楽
、

66 (66) 
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ロシア

オスマン車n

必11';:彦

-メデイナ

方
へ
の
移
譲
お
よ
び
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
や
ム
ハ
ン

7
ラ
な
ど
に
関

す
る
承
諾
、

=
一
、
以
前
か
ら
の
一
部
の
権
利
主
張
の
放
棄
お
よ

ぴ
国
境
画
定
作
業
の
た
め
の
役
人
の
任
命
、
四
、
未
納
の
損
害

賠
償
金
や
諸
税
の
解
決
に
つ
い
て

五
、
亡
命
王
子
に
関
す
る

規
定
、
六
、
相
手
国
の
商
品
に
対
す
る
関
税
椛
に
つ
い
て
、
七
、

オ
ス
7

ン
領
内
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
や
臣
民
に
関
す
る
規
定
お

1914年ごみの西アジア

よ
び
上
述
の
者
た
ち
の
銘
特
権
、
両
政
府
の
領
事
お
よ
び
彼
ら

の
駐
在
地
と
緒
特
権

八
、
国
境
の
遊
牧
民
に
関
す
る
両
政
府

に
よ
る
承
諾
、
略
奪

・
強
奪
・
佼
攻
の
阻
止
お
よ
び
彼
ら
の
臣

民
権
に
つ
い
て
、
九
、
旧
諸
条
約
の
確
認
と
新
条
約
の
認
証
、

と
い
う
全
九
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。

地図 1

第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
が
締
結
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に

一
八
三
七
年
に

ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
が
東
方

7
7
ガ
ニ
ス

lまタ
ン
に
侵
攻
、
そ
の
首
都
ヘ
ラ
l
ト
を
包
囲
し
て
イ
ギ
リ
ス
と

対
峠
し
て
い
た
間
隙
を
突
き
、

オ
ス
マ
ン
朝
の
バ
グ
ダ
ー
ド
州

長
官
が
、
当
時
イ
ラ
ン
領
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ベ
ル
シ
ア
湾
岸

の
ム
ハ
ン
マ
ラ

(税
ホ
ッ
ラ
ム
ン
ヤ
フ
ル
)
の
占
領
を
敢
行
し
た

事
件
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
こ
の
占
領

67 (67) 

事
件
よ
り
少
し
前
の

一
八
=
二

年
に

イ
ラ
ク
在
地
の
マ
ム



ル
ー
タ
政
権
を
廃
し
、

そ
の
直
轄
統
治
を
再
度
手
中
に
収
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、

①
 

イ
ラ
ク
へ
の
支
配
権
の
強
化
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
そ
の
一

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
ス
レ
イ
7

ニ

環
と
し
て
生
じ
た
ム
ハ
ン
マ
ラ
占
領
問
題
に
対
し
、
イ
ラ
ン
側
は
盆
抗
議
を
行
い
、
報
復
と
し
て
、

68 (68) 

エ
を
占
領
し
た
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
ス
レ
イ
7

ニ
エ
を
即
刻
奪
還
し
た
が
、

一
八
四
二
年
に
は
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
長
官
が
、
親
イ
ラ
ン
派
で
あ
る

こ
と
を
型
由
に
オ
ス
マ
ン
政
府
に
よ
っ
て
能
免
さ
れ
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
、

イ
ラ
ン
に
亡
命
す
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
、
両
者
は
国
境
を
め

ぐ
っ
て
一
触
即
発
の
事
態
に
陥

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
、
新
任
の
オ
ス
マ
ン
朝
バ
グ
ダ
ー
ド
州
長
官
は
、
同

一
八
四
二
年
、
イ
ラ
ン
人

や
シ

1
7
派
ム
ス
リ
ム
が
多
数
を
占
め
る
イ
ラ
ク
の
シ

1
7派
型
地
カ
ル
パ
ラ

l
に
佼
攻
し
、
そ
の
地
の
住
民
を
虐
殺
す
る
と
い
う
事
件
を
引

@
 

き
起
こ
し
た
。
こ
こ
に
、
オ
ス
マ
ン
紛
と
ガ

1
ジ
ャ

l
ル
紛
の
対
立
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
両
者
が
戦
火
を
交
え
る
と
い
う
事
態
に
、
こ

れ
ら
の
地
域
で
の
政
情
不
安
を
好
ま
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
が
仲
介
国
と
し
て
笠
場
し
、
両
者
の
対
立
を
収
め
る
役
割
を
担
っ
た
の
で

あ
る
。
条
約
締
結
の
た
め
の
会
議
は
、

一
八
四
三
年
五
月
に
始
ま
っ
た
四
ヵ
国
協
議
は
、
ガ
ー

ジ
ャ
|
ル
朝
と
オ
ス

7
ン
朝
の
利
害
の
対
立
か
ら
、
特
に
国
境
問
題
と
賠
償
金
問
題
に
お
い
て
解
決
は
困
難
a
乞
極
め
句
。
し
か
し
な
が
ら
最
終

ア
ナ
ト
リ
ア
の
エ
ル
ズ
ル
ム
で
r
hH

わ
れ
た
が
、

的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
強
力
な
指
導
力
の
も
と
に

一
八
回
の
協
議
と
条
文
作
成
会
議
を
経
て
、
先
に
見
た
全
九
条
の
条
文
す
べ
て
に
お
い
て
、

一
八
四
七
年
五
月
の
締
結
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
旬
。

両
者
の
十
分
な
合
意
の
な
い
ま
ま
、

こ
の
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
お
い
て
、
国
境
に
閲
す
る
取
り
決
め
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

イ
ラ
ン
政
府
は
、
ゾ
ハ

1
プ
地
方
〔
官
区
〕
の
広
範
な
土
地
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
西
側
の
土
地
を
、
オ
ス
マ
ン
政
府
に
引
渡
す
こ
と
を
了
承
す

る
。
オ
ス
マ
ン
政
府
も
ま
た
、
ゾ
ハ

l
プ

〔
管
区
〕
の
東
側
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
山
岳
地
す
べ
て
を
、
ケ
レ
ン
ド
峡
谷
に
加
え
て
イ
ラ
ン
政
府
に
引
渡
す

こ
と
を
承
附
す
る
。
イ
ラ
ン
政
府
は
、
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
市
と
岡
管
区
に
対
す
る
橘
利
主
張
を
放
悲
し
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
上
述
の
管
区
に
お
い
て
有
す
る

所
有
捕
に
対
し
て
、
如
何
な
る
時
も
、
ま
た
如
何
な
る
方
法
で
も
干
渉
や
促
笹
を
行
わ
な
い
こ
と
を
厳
と
し
て
承
諾
す
る
。
ま
た
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、

ム
ハ
ン
マ
ラ
市
と
同
港
、
ヒ
ズ
ル
品

(現
ア
l
パ
l
ダ
l
ン
)
、
投
錨
地
、
さ
ら
に
シ
ャ
ッ
ト
ル
ア
一
フ
プ
の
東
岸
、
す
な
わ
ち
左
岸
|
|
遊
牧
民
の
所
有

地
で
あ
り
、
イ
ラ
ン
に
属
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
ー
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
所
布
権
に
閲
し
て
は
イ
ラ
ン
の
占
有
と
な
る
こ
と
を
厳
と
し
て
承
諒
す
る
。



加
え
て
、
イ
ラ
ン
船
籍
は
、
完
全
な
る
自
由
で
も
っ
て
、
シ
ヤ
y
ト
ル
ア
ラ
ブ
の
河
口
か
ら
両
政
府
の
国
境
分
岐
点
ま
で
、
上
述
の
河
川
を
航
行
す
る
権

⑤
 

利
を
有
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ

の
条
文
に
基
づ
き
、

ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
ゾ
ハ
ブ
地
域
は
東
西
に
分
割
さ
れ
、

ケ
レ
ン
ド
な
ど
東
側
の
部
分
は
イ
ラ

ン
側
に
、
ま
た
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
市
を
中
心
と
す
る
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
管
区
は
す
べ
て
オ
ス
マ
ン
政
府
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
南

方
で
は
、

ム
ハ
ン
マ
ラ
と
ヒ
ズ
ル
島
を
は
じ
め
と
す
る
、
シ
ャ
ッ
ト
ル
ア
ラ
ブ
川
の
東
側
は
イ
ラ
ン
側
の
領
有
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。
ま
た
同
条
約
第
八
条
で
は

同
イ
ス
ラ
l
ム
政
府
は
、

国
境

(Z吋

E
E)
に
い
る
遊
牧
民
や
部
族
ら
に
よ
る
略
奪
や
強
奪
の
撃
退
と
阻
止
の
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
採
り
、
執

行
す
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
適
切
な
場
所
に
軍
隊
を
設
置
す
る
こ
と
を
了
本
す
る
。
ま
た
、
両
政
府
は
、
互
い
の
領
土
で
生
じ
た
威
嚇

や
略
奪
や
殺
害
と
い

っ
た
侵
略
的
行
為
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
保
証
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
帰
属
が
明
ら
か
で
な
い
係
争
対
卑
部
篠
は
、

一
度
に
限

っ
て

自
ら
の
意
志
や
選
択
に
よ

っ
て
.
そ
の
後
居
住
す
る
予
定
の
場
所
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
帰
属
が
明
ら
か
な
部
族
は
、
強
制
的
に
、
属
す
る
政
府
の

曲

土
地
に
入
れ
ら
れ
る
c

近代西アジアにおける国墳の成立[守111)

と
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
山
岳
地
帯
や
南
方
の
平
野
部
に
暮
ら
す
遊
牧
民
の
居
住
地
の
確
認
と
そ
の
帰
属
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。
遊
牧
民
の
帰
属
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
お
よ
び
シ
ヤ
ァ
ト
ル
ア
ラ
ブ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
遊
牧
民
た
ち
の
帰
属

意
識
が
政
権
へ
の
忠
誠
心
と
な
り
、
政
権
側
に
と
っ
て
は
、
忠
誠
を
替
、
つ
部
族
の
居
住
地
が
領
土
と
し
て
把
握
し
得
る
と
い
っ
た
通
時
代
的
な

現
象
に
依
拠
し
て
お
り
、
彼
ら
の
存
在
こ
そ
が
、
そ
の
地
方
の
国
境
線
を
決
定
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
た
め
で
あ
旬。

と
こ
ろ
で
上
記
の
条
文
を
見
る
限
り
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
お
い
て
は
、
後
世
の
研
究
舎
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
国
境
が

明
確
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
印
象
は
受
け
な
い
。
確
か
に
、
同
条
約
第
一
一
条
で
は
、

ゾ
ハ

l
プ
地
方
と
ス

レ
イ
マ
ニ
エ
地
方
、
お
よ
び
ベ
ル
シ

ア
湾
に
臨
む
シ
ヤ
y
ト
ル
ア
ラ
ブ
を
境
と
し
た
国
境
線
の
確
立
、
そ
し
て
第
八
条
で
は
、
国
境
地
帯
を
季
節
移
動
す
る
遊
牧
民
の
移
動
の
禁
止
、

と
い
っ
た
お
お
よ
そ
の
国
境
線
お
よ
び
遊
牧
民
の
帰
属
が
定
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
長
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
の
国
境
が
、

( 69 ) 69 



こ
の
条
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
る
に
は
、
先
の
二
つ
の
条
文
か
ら
で
は
首
肯
し
が
た
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

こ
こ
で
別
の
条
文
を
見
る
と
、
第
三
条
に
は
、
「
両
政
府
は
、
本
条
約
に
基
づ
き
、
領
土
に
関
し
て
行
っ
て
い
た
他
の
権
利
主
張
を
放
紫
し
、

曲

測

nu士
と
役
人
を
定
め
て
、
旧
来
の
条
項
に
応
じ
て
、
両
政
府
の
国
境
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
了
承
す
る
」
と
あ
り
、
条
約
締
結
後
に
、
ガ

l

ジ
ャ

l
ル
朝
と
オ
ス
マ
ン
朝
は
合
同
で
国
境
調
査
を
行
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
条
約
締
結
後
の
国
境
樹
査
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
後

に串
H7乞
改
め
て
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
条
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
地
名
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
そ
も
そ
も
、

ゾ
ハ
l
プ
地
方
や

条
文
に
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

ス
レ
イ
マ
ニ
エ
地
方
、
あ
る
い
は
ム
ハ
ン
マ
ラ
な
ど
の
帰
属
は
そ
れ
以
前
に
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
同
条
約
第
九
条
の

条
約
の
条
項
は
す
べ
て
有
効
な
も
の
と
し
て
存
続
し
、

旧
来
の
諸
協
定
の
す
べ
て
の
条
項
、
特
に
、
本
条
約
に
よ
っ
て
廃
止
や
変
更
が
為
さ
れ
な
か
っ
た

一
二
三
八
年
(
西
暦
一
八
二
三
年
)
の
エ
ル
ズ
ル
ム

申

一
宇
一

・句
す
べ
て
が
本
条
約
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
と
同
級
の
効
力
を
有
す
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
旧
来
の
諸
協
定

S

E
r
-
E
Z
Eσ
五
己
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
条
項
の

て
い
こ
、っ
。

一
言
一

句
す
べ
て
が
有
効
と
さ
れ
た
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
は
、
如
何
な
る
条
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
詳
し
く
見

①

一
九
世
紀
初
頭
の
バ
グ
ダ
ー
ド
の
マ
ム
ル
1
ク
政
権
の
弱
体
化
と
オ
ス
マ
ン
政

府
に
よ
る
イ
ラ
ク
支
配
の
再
猪
立
に
つ
い
て
は
、
F

。コ関
町凶器
emH何回
u
z
s
z
m
g
m

-
3
Eミ
P
5
2
2
ミ
ahhR雪語、、
S
O
K
向。己一

E
N
F
喜

NONM
吋∞害掴
。

②
当
時
町
カ
ル
パ
ラ
ー
で
は
ン
l
ア
抹
住
民
に
よ
る
半
白
拍
が
行
わ
れ
、
オ
ス
マ

ノ
政
府
へ
の
冊
属
宜
織
が
脆
弱
で
あ
つ
れ

fz
カ
ル
パ
ラ
I
事
件
の
経
緯

ιつ
い
て

は、

n
o
F
T
S
刃

向

保

亘

S
盲
目

Z
o
s
E
B
E
t
-
P
E各
自
色
印

Z
F
3
5

-zaJ司

y
a
m
o
r
z
-
5
2
0
-
Oロ
ogus
列
記
σ己目-∞
M&
】∞ゐ
ωa
、unuhE丘、、町

民
主
ニ
同
士
畠

2

3
ニ
旧
工
ω
が
詳
し
い
。

③

領
土
問
題
に
閲
す
る
オ
ス
マ
ン
聞
の
ク
レ
ー
ム
と
、
そ
れ
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
、

ロ
ン
ア
の
霊
協
的
解
決
家
に
つ
い
て
は
、

E
Z
E恒
三
客
足
切
署
凶
器
包
叫
書

問
。

@
条
約
締
結
の
過
程
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
研
究
が
島
さ
れ
て
い
な
い
が
.
t

理
由
川
オ
ス
マ
ン
士
轡
館

(回
O〉

E
F
Z
Z
E
H
Z
5
5
ヨ
m
z
o
-
O
E

---oて
『
帯
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
締
結
過
程
文
嘗
集
」
、
『
イ
ラ
ン
H

オ
ス
マ

ン
困
噴
』
な
ど
に
、
究
渉
過
粧
の
当
事
者
た
ち
の
士
轡
が
多
数
政
さ
れ
て
お
り
.

今
佳
・』れ
ら
を
利
用
し
た
包
情
的
な
研
究
が
待
た
れ
る
@

⑤
口
三
巴
【
孟
昌
ム
∞
O
Z
巴
Z
=
-
¥旬
。
〔
〕

内
は
‘
オ
ス
マ
ン
語
町
『
条

的
集
成
」
に
拠
る
も
の
。
(
)
内
は
法
者
に
よ
る
補
足
説
明
。
以
下
町
条
士
の
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引
用
で
も
問
機
。

@

E
ι
c
-孟
E
Z
C
Z
ヨミー∞

⑦

現
実
に
、
特
に
ク
ル
ド
系
遊
牧
民
の
師
属
意
識
の
移
ろ
い
品
き
が
、
ザ
グ
ロ
ス

山
脈
か
ら
テ
イ
グ
リ
ス
川
ま
で

一
六

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
の
広
範
な
国
境
地
叩
を

生
み
出
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

[
D
e
M
Y
E
Z
E
白
↓
」
z
s
e
g
-
-
2
1

E
E
E
2
E色
E
2
5
5
2
c
o
z
-
σ
宮
居

az
凶
室
、品吾
ミ
2
E
E
℃巴一。

@

口
〉
E
目孟

E
Z
E
E
-回目、。

@

口
E
C
-孟
E
Z
C
Z
E孟

第

章

「
旧
来
の
諸
協
定
」

第
一
次
工
ル
ズ
ル
ム
条
約

ヒ
ジ
ユ
ラ
暦

一
二
三
八
年
/
西
府
一
人
二
三
年
に
締
結
さ
れ
た
「
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
」
は
、
通
常
「
第
一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
が
、
ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
の

7
ァ
ト

7

7

リ
l

シ
ャ

l

(在
位

一
七
九
七
!
一
八
三
四
)
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
ス
ル
タ
ン

・
7
7
ム
ト
二

世
(
在
位

一
八
O
八
三
九
)
の
間
で
締
結
さ
れ
た
和
平
条
約
で
あ
り
、
全
七
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。

近代西アンアにおける国壇の成立(苛 JII)

ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
抗
争
は
、

ガ
1
ジ
ャ

l
ル
朝
の
成
立
前
後
か
ら
続
く
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
の
最
初
の
大
規
模
な
衝
突

』ま

一
九
世
紀
初
頭
に
既
に
生
じ
て
い
る
。
当
時
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
ガ

l
ジ
ャ

1
ル
朝
は
北
方
領
土
を
め
ぐ
っ
て
一
八

O
四
年
に
ロ
シ
ア

と
戦
い

さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
は
オ
ス
マ
ン
初
も
ま
た

ロ
シ
ア
に
よ
る
ワ
ラ
キ
ア
と
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
占
領
を
受
け
、

ロ
ン
ア
と
戦
っ
た
。

こ
れ
ら
の
対
ロ
シ
ア
戦
争
が

一
段
務
し
た
両
国
は

一
八
一
二
年
に
戦
争
を
開
始
し
た
。
オ
ス
マ
ン
初
に
よ
る
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
地
方
で
の

相
次
ぐ
領
土
侵
犯
と
イ
ラ
ク
で
の
イ
ラ
ン
人
巡
礼
者
や
商
人
へ
の
迫
害
に
抗
す
る
た
め
、
ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
は
、
二
人
の
皇
子
を
そ
れ
ぞ
れ
ア

ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
と
イ
ラ
ク
の
二
面
作
戦
で
派
兵
し
た
が
、
途
中
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
向
か
っ
て
い
た
皇
子
が
疫
病
で
没
し
、
こ
こ
に
両
政
府
は
和

①
 

解
へ
と
傾
い
た
。

第

一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
関
係
の
中
で
締
結
さ
れ
た
和
平
条
約
で
あ
る
た
め
、
冒
頭
に
以
下
の
よ
う
な
約
款
が
記
さ
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れ
て
い
る
。

騒
擾
と
係
争
の
剣
は
鞘
に
収
的
、
至
高
な
る
両
政
府
の
聞
に
お
い
て
、
憤
惑
や
冷
淡
の
要
因
と
な
り
和
平
や
友
術
に
反
す
る
よ
う
な
行
渇
は
生
ぜ
し
め

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
至
高
な
る
オ
ス
マ
ン
政
府
の
旧
来
の
境
按

(y
E
E
!日

D
E
4
2
p)
の
内
側
に
あ
る
も
の
で
、
戦
争
の
際
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
、

銭
高
な
る
イ
ラ
ン
政
府
の
手
に
渡
っ
た
城
砦
や
領
地
や
町
や
村
は
、
本
捌
停
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
有
効
証
士
期
日
よ
り
六
十
日
以
内
に
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
側
に
す
べ
て
移
譲
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
調
停
の
遵
守
に
鑑
み
て
、
両
政
府
の
捕
虜
を
、
隠
蔽
や
隠
匿
な
く
解
放
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
必

岳

袈
と
な
る
柑
食
や
そ
の
他
の
物
ロ
聞
を
支
給
し
、
両
政
府
の
国
境

(Z
F邑
昔
乙
ま
で
送
還
す
る
。

こ
こ
で
は
、

ガ

1
ジ
ャ

l
ル
朝
、

オ
ス
マ
ン
朝
と
も
に
、
新
た
な
獲
得
地
の
放
棄
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
第
一

次
エ
ル

ズ
ル
ム
条
約
は
、
全
体
的
に
、
前
章
に
見
た
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
よ
り
も
詳
細
な
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
国
境
に
附
す
る

事
項
は
、
第

一
条
、
第
三
条
に
現
れ
る
。

第

条
至
荷
な
る
両
政
府
は
、
互
い
の
内
政
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
後
、
バ
グ
ダ
ー
ド
や
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
方
面
へ
の
干
渉
は
認
め
ら
れ
な
い
。
特

に
、
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
管
区
の
う
ち
、
境
成
地
帯
に
含
ま
れ
な
い
路
地
域
は
、
如
何
な
る
点
に
お
い
て
も
、
新
旧
の
所
有
者
ら
に
対
す
る
至
高
な
る
イ

ラ
ン
政
府
の
側
か
ら
の
干
渉
や
位
攻
や
佼
略
は
容
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
上
述
の
地
域
に
お
い
て
、

一
方
か
ら
夏
官
や
弘
、
営
の
た
め
に
移
動
す
る
際
に

慣
習
税

・
夏
営
地
税
弘
、
営
地
税
な
ど
の
名
目
で
徴
収
さ
れ
て
い
る
諸
税
や
そ
の
他
の
訴
訟
に
関
し
て
は
、
伴
大
な
る
代
理
人
で
あ
る
イ
ラ
ン
政
府
の
皇

骨

太
子
〔
ア
y
パ
1
ス

ミ

l
ル
ザ
1
〕
と
バ
グ
ダ
ー
ド
州
長
官
が
協
挑
し
、
両
政
府
の
償
惑
の
即
図
'γ

泌
す
る
よ
う
努
め
る
。

第

条
両
政
府
間
で
係
争
中
で
あ
っ
た
ハ
イ
ダ
ラ
l
ン
ル

1
2昌
也
君
"
己
己
部
族
や
ス
ィ

l
パ
キ
l

(回
Z
Z
〔日

zr可
〕
)
部
族
に
つ
い
て
は
、
今
日
オ

官ス
( マ
E ン
F 政
邑府
昔の
再領
乙土

は己
管E
話土
阻 λ
止 1J
L暑

は
閉|

戒そ
すの
る士

1骨
詰E
を 尚
軒、';~

ιに
お

も い
L て
彼 、
らも
がL.
世 イ
攻 ラ
や ン

理室
かに
ら 侵
手入
ナ .:!' 1. 
51 ¥ 
か m
ず害

を

EZ 
のる
役な
人ら
に I!
よ
つ 固
て境
服警
止備
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さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
至
高
な
る
オ
ス
マ
ン
政
府
は
彼
ら
を
所
有
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
。
ま
た
、
も
し
彼
ら
が
自
ら
の
意
閉
じ
ゃ
選
択
で
も
っ
て
イ
ラ

ン
に
行
く
場
合
に
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
彼
ら
の
所
有
や
阻
止
を
行
わ
な
い
。
彼
ら
が
イ
ラ
ン
政
府
の
側
に
行
っ
た
後
に
、
再
度
オ
ス
マ
ン
領
内
に
や

っ

て
き
た
場
合
に
は
、
決
し
て
彼
ら
の
所
有
や
権
利
主
張
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
が
イ
ラ
ン
の
側
に
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
国

@
 

境
を
越
え
、
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
イ
ラ
ン
の
国
境
役
人
は
、
彼
ら
の
阻
止
と
侵
害
に
注
意
を
払
う
。

こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
先
に
一
示
し
た
と
お
り
、

ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
が
、
当
時
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
っ
た
バ
グ
ダ
ー
ド
や
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
地

域
に
侵
攻
し
よ
う
と
し
て
い
た
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
、
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
後
押
し
で
成
立
し
た
こ
の
条

約
に
お
い
て
は
、
特
に
第
一
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
側
に
厳
し
い
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

@
 

条
約
の
内
容
に
終
始
不
満
を
抱
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。

ブ
ァ
ト

7
・
7
リ
l
・
シ
ャ

l
自
身
は
、

と
こ
ろ
で
、
第

一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
の
総
則
と
し
て
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
な
文
面
が
最
初
に
見
受
け
ら
れ
る
。

人

関 ー
す 五
る 九
事年

亡西

富暦
の七
箆 四
品 占

】ノ、

捕ま
虜 に
の 描
解結
成さ

特 f
零詞
り 停
人レ

吻品
云定

吉tY
?暴
旬 づ
両丞
政ベ

密旧
宅警
のり
E 国

在境
と;:-
い E
つロ
たヰ
以占

前 E
の竺
諸=

規 ，D
内
百釦

ij e" 
す冨
べ

てと

両巡
政礼
府者
間ゃ
に 商

近代西アンアにおける国墳の成立 {守川)

お
い
て
存
続
し
、
遵
守
さ
れ
、
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
基
本
原
則
に
は
如
何
な
る
白
に
お
い
て
も
違
約
は
生
じ
ず
、
至
高
な
る
両
政
府
間
に
お
い
て
、

由

友
仰
の
諸
規
定
や
、
協
調
や
友
情
の
必
然
性
は
永
続
的
に
実
施
さ
れ
る
。

こ
の
総
則
に
お
い
て
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
境
問
題
で
あ
れ
巡
礼
者
問
題
で
あ
れ
、
第

一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
の
根
本
は
、

「
一一

五
九
年
の
調
停
お
よ
び
協
定
性
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
西
暦

一
七
四
六
年
に
締
結
さ
れ
た
キ
ャ
ル
ダ

l
ン

条
約
を
指
す
。
続
い
て
キ
ャ
ル
ダ

l
ン
条
約
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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キ
ャ
ル
ず
1
ン
条
約
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7

7
シ
ャ

1
ル
朝

(一

七
三
六

九

六
)
の
ナ
l
デ
イ
ル

・
シ
ャ

l

(在
位

一
七
三
六
回
七
)
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
ス

ル
タ
ン

7
7
ム

ト

ハ

l
ン
一
世

(在
位

一
七
三
O

|
五
四
)
と
の
問
で

一
七
四
六
年
に
締
結
さ
れ
句。

同
条
約
は
、
ナ
1
デ
イ
ル
シ
ャ

l

キ
ヤ
ル
ダ

l
ン
条
蜘
は
、

74 

が
当
時
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
っ
た
イ
ラ
ク
に
侵
攻
し
、
北
イ
ラ
ク
の
テ
ィ
グ
リ
ス
右
岸
に
あ
る
モ

l
ス
ル
を
包
囲
す
る
と
い
う
緊
張
状
態
を
受
け

て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、

ナ
l
デ
ィ
ル
シ
ャ
!
の
ス
ン
ナ
派
寄
り
の
政
策
に
よ
り
、

ス
ン
ナ
派
と
シ

1
7派
と
い

っ
た
宗

派
問
題
が
薄
れ
、

オ
ス
マ
ン
側
も
ま
た
、
シ

I
7
派
と
い
う
言
葉
を
使
用
せ
ず
に
、
シ

1
7
派
法
学
の
ジ
ャ

1
7
ァ
ル
学
派
を
、

ス
ン
ナ
派
の

第
五
学
派
と
し
て
容
認
す
る
姿
勢
に
転
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
動
向
を
背
景
と
し
て
締
結
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
キ
ヤ
ル
ダ
!
ン
条
約
で
あ

る。
キ
ャ
ル
ダ
1
ン
条
約
は
、
西
ア
ジ
ア
地
域
で
は
比
較
的
新
し
く
、
両
政
府
の
合
意
に
基
づ
く
「
条
項
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
国
境
画
定
を

扱
っ
た
序
章
(
総
則
)
、
巡
礼
者
の
扱
い
に
関
す
る
第

一
条
、
駐
在
大
使
に
関
す
る
第
二
条
、
捕
虜
規
定
の
第
三
条
、
そ
し
て
「
付
則
」
の
部

分
か
ら
な
る
。
国
境
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
は
、
以
下
の
各
項
目
で
あ
る
。
ま
ず
、
総
則
に
お
い
て
、

ス
ル
タ
ン
ム
ラ
ト
ハ
l
ン
四
世
の
時
代
に
生
じ
た
和
解
調
停
は
、
両
固
ま
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
、
上
述
の
調
停
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
国
境

申

〔

Y
E
E
S
E
Z同)
は
、
如
何
な
る
損
失
や
変
更
も
な
く
、
当
時
の
規
定
の
ま
ま
存
続
す
る
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
今
後
、
騒
援
は
眠
り
に
つ
き
、
敵
対
の
剣
は
鞘
に
収
ま
る
よ
う
に
。
ま
た
、
両
者
の
威
信
に
相
応
し
く
、

両
国
家
の
附
係
の
改
普
や
そ
の
維
持
に
述
、つ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
実
施
せ
よ
。
ま
た
、
憎
悪
を
触
発
し
、
調
停
や
和
平
に
反
す
る
よ
う

⑩
 

な
事
柄
は
、
両
者
共
に
回
避
せ
よ
」
と
い
う
約
款
が
記
さ
れ
、
和
平
条
約
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
条
約
の

「
付
則
」
の
部
分
で
は

ス
ル
タ
ン

。
ム
ラ
ト
ハ

l
ン
の
時
代
に
あ
っ
た
国
境
地
域

(吉
昔
品

=
E百
三
は
再
碗
認
さ
れ
、
国
境
の
統
治
者
ら
は
、
両
固
ま
の
友
好
に
反



。

す
る
行
為
を
回
避
せ
よ
。
(後
略
)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
国
境
に
関
し
て
は
、
こ
の
一
一
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
具
体
的
な
内
容
や
地
名
は
ひ
と
つ
も
現
れ
な
い
。
同
条

約
中
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
条
約
の
基
本
事
項
は
以
前
の
調
停
に
遡
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
を
遵
守
す
べ
し
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
調
停
と
は
す
な
わ
ち
、

兄
ル
タ
ン
ム
ラ
ト
・
ハ

l
ン
時
代
の
和
約
で
あ
る
ゾ
ハ

l
プ
協
定
の
こ

と
で
あ
る
。

ソ
ハ

l
フ
協
定

。

イ
ラ
ン
H

オ
ス
マ
ン
国
境
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
最
も
重
要
な
条
約
が
こ
の
ゾ
ハ

l
プ
協
定
で
あ
る
。

一
六
二
四
年
の
シ
ャ

1
7
γ

バ
l
ス

(在
位

一
五
八
七

l
一
六
二
九
)
に
よ
る
征
服
以
降
、

イ
ラ
ク
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝

(
一
五
O
一

一
七

二
二
)
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
が

(地
図
2
左
側
の
線
参
照
)、
オ
ス
マ
ン
皇
帝
ス
ル
タ
ン

・
ム
ラ
ト
四
世

(在
位

二
ハ一

二
二
|
四
O
)
は、

一
六
三
八
年
末
に
バ
グ
ダ
ー
ド
を

六
三
五
年
に
東
方
領
土
奪
還
の
た
め
エ
レ
ヴ
ァ
ン
地
方
に
遠
征
し
、
そ
の
後
南
下
し
て
イ
ラ
ク
に
向
か
い
、

近代西アジアにおける困峨の成立(守JlIl

陥
落
さ
せ
た
。
バ
グ
ダ
ー
ド
再
征
服
を
受
け
、
同
皇
帝
と
サ
フ
ァ
ヴ
イ

1
朝
の
シ
ャ

1
・
サ
フ
ィ

l

(在
位
一
六
二
九
|
四
二
)
の
問
で
和
平
を

協
議
す
る
書
簡
が
、

翌
一

六
三
九
年
に
交
換
さ
れ
た
。
こ
れ
が
ゾ
ハ

l
プ
協
定
と
一言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ゾ
ハ

I
プ
協
定
は

一
九
世
紀
中
葉
の
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
締
結
前
後
の
国
境
交
渉
に
際
し
、

イ
ラ
ン
H
オ
ス
マ
ン
国
境
の
基
本
ラ
イ

ン
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
境
交
渉
の
会
議
の
場
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

て
い
な
い
と
主
張
す
る
均
、
実
際
に
は
、
ォ
ス
マ
ン
朝
の

一
九
世
紀
の
イ
ラ
ン
側
の
全
権
大
使
ら
は
、
同
協
定
の
原
本
が
残
つ

お
よ
び
サ
フ
ア
ヴ
ィ

l
朝
期
の
年
代
耐
に
そ
の
写
し
が
採
録
さ
れ

『文
容
集
成
」
、

て
い
る
。「
国
境
画
定
書

(印
E
O
E倒
自
己
」
と
も
題
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
書
簡
に
よ
る
と
、

ム
ラ
ト
四
世
と

y
ャ
l
・
サ
フ
ィ

l
の
使
節
ら
の
協

議
の
結
果
、
「
バ
グ
ダ
ー
ド
と
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
の
境
界

2
5
0『

E
E
F邑
ι)」
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

(75 ) 75 
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骨

オ
ス
マ
ン
皇
帝

(℃包
ωFMYH
品
-
2
5
)
の
凶
係
者
と
、
サ
フ
ア
ヴ
ィ

I
家

(ι
E
g
g
-
2
L
3
m
E
Z
Zロ
)
の
附
係
者
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、

「ジ
ヤ
サ
l
ン

(」
自
宮
市
」
と

「
パ
ド
ラ

(回
邑
日
イ
)
」
は
オ
ス
マ
ン
皐
帝
の
関
係
者
に
、
ま
た
「
マ
ン
ダ
リ
I
ジ
ユ
城
砦

(S
S
E
-吉

Z
E岳
Z
E
)」
か
ら
「
ダ
ル
タ
ン
グ
(
口
宣
言
r)
」
l
l
l
ダ
ル
タ
ン
グ
の
境
界
は
「
サ
ル
ミ
1
ル
(
印
E
Z一)
」
で
あ
る
ー
ー
ま
で
の
、
荒
甚
地

(ZFB4)
は
オ
ス
マ
ン
皇
帝
の
関
係
者
に
属
し
、
山
岳
地

(E
F
)
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
1
ま
の
関
係
者
に
属
す
。「
ダ
ル
ナ

(口
E
E
)」
と
、
サ
ル
ミ
l

ル
が
境
界
で
あ
る
ダ
ル
タ
ン
グ
は
、
オ
ス
マ
ン
皐
帝
の
関
係
者
に
属
す
。
ジ
ャ
l
フ
(
旨
『
)
[
部
族
]
の
う
ち
、
ズ
イ
ヤ
I
ウ
ツ
デ
ィ
I
ン
(
N
v
苫
巳

ロヨ
)
と
ハ
l
ル
I
ニ
I

(国
型
ロ
ヨ
)
は
オ
ス
マ
ノ
皇
帝
の
関
係
者
に
属
L
、
ピ
l
ラ

(回同釦
)
と
ザ
ル
ド
ゥ
l
ニ
l
(
口
ω
丘
ロ
宮
〈
N
号
告
白
吋
)
は
サ
フ

ア
ヴ
ィ
l
家
の
関
係
者
に
属
す
。
山
頂
に
あ
る
「
ザ
ン
ジ
ル
城
砦
(
官
一
ω
吉

N
E百
)」
は
破
壊
し
、
そ
の
西
側
に
あ
る
村
落
は
オ
ス
マ
ン
皇
帝
の
関

係
者
に
、
ま
た
東
側
の
村
洛
は
サ
フ
ア
ヴ
ィ
l
ま
の
関
係
者
に
属
す
。「
ザ
l
リ
ム
城
砦

(官
]
ふ
白
吉
N
同
冨
八
N
巴

E
E
4)」
の
上
に
あ
る
山
は
、
ザ
ー

リ
ム
を
眺
望
す
る
側
は
オ
ス
マ
ン
皇
帝
の
関
係
者
に
、
「
オ
ラ
マ
ン
城
砦
(
心
"
で
山
吉
〉
話
岡
山
ヨ
宮
)
」
や
村
落

(
E
F
E
E
i
E
)
や
そ
れ
ら
の
周
辺
は
サ
フ

ア
ヴ
ィ
l
ま
の
関
係
者
の
も
の
と
な
る
。「
チ
ヤ
ガ
I
ン

(口
吉岡
E
ロ
)」

の
峠
道
が
境
界
で
あ
る

「
ン
ャ
フ
レ
ズ
l
ル

(凹
E
T
E冒
)
」
は
、

「
キ
ジ
ル

近代酉アジアにおける国墳の成立 (守川)

ジ
ヤ
(
口

E
f
)」
と
そ
の
周
辺
は
オ
ス
マ
ン
皇
帝
の
関
係
者
に
、
「
メ
フ
ラ
パ
l
ン

(呂田

r
z
Eロ)
」
と
そ
の
周
辺
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
家
の
関
係
者
に
属

す
。
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ヤ
ン
地
方
は
、
そ
の
な
か
に
あ
る
〔
「
コ
ト
ゥ
l
ル
城
砦

2
t
n
古
口
EOHこ
と
〕
「
マ
I
ク
I
域
砦

(宮
}
ぜ
吉
富
島
巳
)」
と

骨

「
マ
ガ
ズ
ピ
ル
ド
(
冨
晶
E
N
E邑
)
」
の
す
べ
て
を
、
双
方
[
の
側
か
ら
]
と
も
に
破
壊
す
る
。

こ
の
啓
簡
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
た
オ
ス
マ
ン
側
も
同
様
の
文
面
を
認
め
、
こ
の
領
土
問
題
に

関
す
る
内
容
を
承
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
オ
ス
マ
ン
側
の
圧
倒
的
優
位
の
も
と
で
合
意
に
至
っ
た
「
国
境
固
定
の
書
」
に
お
い
て
、
オ
ス
マ

ン
側
は
さ
ら
に
、
領
土
固
定
文
言
の
最
後
尾
に
、
「
た
だ
し
、

7

7
サ
カ

(同
r
Z
2
0
)
と
カ

l
ル
ス

(口
胃
ω
)

と
ヴ
ァ
ン
(
〈
凶
ロ
)
と
シ
ャ

7
レ

ズ

l
ル
と
バ
グ
ダ
ー
ド
と
パ
ス
ラ
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
境
界
の
中
に
あ
る
城
砦
や
建
物
や
地
区
や
土
地
や
荒
蕪
地
や
丘
や
山
に
は
、
そ
ち

。

ら
側
(
サ
フ
ア
ヴ
ィ
i
朝
)
か
ら
干
渉
や
侵
略
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
極
め
て
強
い
口
調
で
述
べ
て
い
る
。
オ
ス
マ
ン
側
の
付
加
し
た
こ
の
最

77 (77) 

後
の
部
分
も
考
慮
し
た
上
で
、
オ
ス
マ
ン
領
と
サ

7
ァ
ヴ
ィ

l
領
と
し
て
画
定
さ
れ
た
地
域
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。



〈オ
ス
マ
ン
領
〉

ジ
ャ
サ
1
ン

リ
l
ジ
耳
、
ダ
ル
タ
ン
グ
お
よ
び
そ
の
荒
墓
地
、
ダ
ル
ナ

ザ
ン
ジ
1
ル
城
砦
の
西
側
の
村
落
、
ザ
l
リ
ム
城
砦
、

社

ロ

オ

パ

川

、

対

話

主

申

ジ
ャ

1
7
部
族
の
ズ
ィ
ヤ
l
ウ
ツ
デ
ィ
l
ン
と
ハ

l
ル
1
ニ
l

カ
ー
ル
ス
、
ヴ
ア
ン
、
バ
グ
ダ
ー
ド
、
パ
ス
ラ

明
、
ノ

78 (78) 

7
7
サ
力
、

〈サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
領〉

ザ
ン
ジ

l
ル
城
砦
の
東
側
の
村
落
、
ダ
ル
タ
ン
グ
の
山
岳
地
、

オ
ラ
マ
ン
城
砦
、

刈

3
3け
冷

ジ
ャ

1
7
部
族
の
ザ
ル
ド
ゥ

l
=
l

〈破
壊
〉

ザ
ン
ジ
!
ル
城
砦
、

コ
ト
ゥ

l
ル
城
砦
、

7
l
ク
1
城
砦
、

マ
ガ

1
ズ
ピ
ル
ド

右
の
、
放
線
を
付
し
た
地
名
は
、
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
現
在
の
地
図
か
ら
も
確
認
で
き
る
地
名
で
あ
り
、
か
つ
イ
ラ
ン

と
、
ト
ル
コ
、

イ
ラ
ク
の
国
境
線
上
に
近
接
し
て
認
め
ら
れ
る
地
名
で
あ
る
。
地
図
と
地
名
を
照
合
す
る
と
、

ほ
ほ
、
オ
ス
マ
ン
領
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
ト
ル
コ
や
イ
ラ
ク
に
存
在
し
、
サ
7
ァ
ヴ
ィ
l
領
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
イ
ラ
ン
側
に
位
置
す
る
な
ど
、
現
在
の
国
境
お

よ
ぴ
領
域
と
同
様
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ゾ
ハ

l
ブ
協
定
が
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
、

ひ
い
て
は
現
代
の
イ
ラ

ン
と
、
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ク
の
国
境
線
の
基
本
ラ
イ
ン
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
碍
認
さ
れ
よ
、
っ
。

と
こ
ろ
で
ゾ
ハ

l
プ
協
定
も
ま
た
、
笑
際
に
は

一
五
五
五
年
に
オ
ス
マ
ン
引
の
ス
ル
タ
ン
ス
レ
イ
7

ン

(在
位

一
五
二

O
l六
六
)
と
サ

7
7
ヴ
ィ

l
朝
の
シ
ャ

l
・
タ
フ
マ

l
ス
プ

(在
位

一
五
二
四
1
七
六
)
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
和
平
協
定
で
あ
る
「
ア
マ
ス
イ
ヤ
の
和
絞
」
を
器

申

に
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
た
文
言
は
ゾ
ハ

l
プ
協
定
中
の
園
出
の
中
に
も
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
講
和
を
霊

視
し
た
ア
マ
ス
イ
ヤ
の
和
議
で
は
、
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
、
東
ア
ル
メ
ニ

7
、
東
グ
ル
ジ
ア
と
い

っ
た
お
お
よ
そ
の
地
域
が
サ
フ

ァ
ヴ
ィ

l
朝



に
、
ま
た
西
グ
ル
ジ
ア
や
西
ア
ル
メ
ニ
了
、
テ
ィ
グ
リ
ス
ユ

1
7
ラ
テ
ス
両
河
流
域
の
イ
ラ
ク
に
関
し
て
は
オ
ス
マ
ン
領
に
定
め
ら
れ
た
に

自

@

す
ぎ
ず
、
国
境
や
領
域
の
実
態
は
ほ
と
ん
と
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、
当
時
の
領
域
概
念
を
探
る
た
め
に
、
更
に
時
間
を
少
し
遡

っ
て
み
よ
、
っ
。

一
五

O
一
年
の
サ
フ
ア
ヴ
ィ

l
朝
の
成
立
は
、
西
ア
ジ
ア
社
会
に
新
た
な
波
紋
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、
何
に
も
増
し
て
同
王
朝

が
ン
l
ア
派
を
国
教
と
し
て
そ
の
支
配
領
域
内
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
隣
国
の
ス
ン
ナ
派
国
家
で
あ
る
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
対
立
が
鮮

間川
ーと
か
ゆ
っ
ト
~
。
みまれ~、

ア
ナ
ト
リ
ア
の
遊
牧
民
を
次
々
と
シ

1
7
派
に
改
宗
さ
せ
、
支
配
下
に
組
み
込
ん
で
い
こ
う
と
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝

政
柿
に
対
し
、

オ
ス
マ
ン
朝
は
危
機
感
を
抱
き
、
そ
れ
が

一
五
一
四
年
の
シ
ャ

1
・
ィ
ス
マ

l
イ
l
ル

(在
位

一
五
O
一
|
二
四
)
と
ス
ル
タ

ン
・
セ
リ
ム

(在
位

一
五
一一一
1
1
二
O
)
の
決
戦
で
あ
る
チ
ャ
ル
デ
ィ
ラ
l
ン
の
戦
い
と
そ
の
敗
北
後
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
靭
の
西
方
領
土
へ
の
進

出
の
断
念
、

お
よ
び
セ
リ
ム
の
息
子
ス
レ
イ
マ
ン
の
圧
倒
的
な
軍
事
的
優
位
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
、つ
に
、
ス
レ
イ
マ

ン

は

一
五
三
三

l
三
四
年
に
イ
ラ
ン
に
侵
攻
し
、
当
時
サ
フ
ア
ヴ
ィ

1
朝
の
都
で
あ
っ
た
タ
プ
リ
1
ズ
を
も
際
捌
す
る
と
同
時
に
、
バ
グ
ダ
ー
ド

を
奪
取
し
、

タ
7
7
1
ス
プ
か
ら
和
平
を
嘆
願
す
る
よ
う
示
し
た
住
簡
の
中
で
、

ス
レ
イ
マ
ン
は
、
以

イ
ラ
ク
全
域
を
掌
握
し
た
。
そ
の
後
、

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近代西ア ジアにおける国墳の成立(守}ll)

「そ
ち
ら
側
で

(中
略
)
様
々
な
醜
惑
な
行
為
が
生
じ
て
い
る
と
の
報
せ
が
余
の
耳
に
入
っ
た
の
で
、
イ
ラ
ン
(
〉
E
S)
遠
征
を
決
意
し
た
。
(
中

略
)
ア
デ
ン
や
ス
イ
ン
ド

(イ
ン
ド
西
部
)
や
サ
ン
ア
I
ヤ
ハ
パ
シ
ユ

(
エ
チ
オ
ピ
ア
)
と
い

っ
た
、
四
大
帝
王
の
玉
座
た
る
ヒ
ン
ド
地
肢
か
ら
崎
県
世

界

(E
一ヨ
時
)
の
境
ま
で
余
の
支
配
下
に
あ
る
。
き
γ
秘
の
器
削
で
あ
る
イ
ラ
ン
と
い
う
荒
廃
し
た
地
に
用
は
無
喝。
」

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
レ
イ
マ
ン
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
や
イ
ン
ド
洋
海
域
か
ら
西
の
部
分
、
す
な
わ
ち
メ
ア
カ
メ
デ
ィ
ナ

や
ア
ナ
ト
リ
ア
、
シ
リ
ア

エ
ジ
プ
ト
と
い

っ
た
イ
ス
ラ

l
ム
世
界
の
主
た
る
地
域
を
自
領
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ス
イ
ン
ド

か
ら
西
と
考
え
る
と
、
そ
の
領
域
内
に
は
当
然
イ
ラ
ン
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
地
は
「
泉
や
棋
の
巣
骨
粗
」
で
し
か
な
く
何
ら
益
を
生
み
出
さ
な

い
場
所
と
し
て
、

ス
レ
イ

7
ン
は
価
値
を
認
め
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
表
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
数
度
に
わ
た
る
イ
ラ
ン
遠
征

の
失
敗
を
棚
上
げ
し
、
イ
ラ
ン
の
地
に
深
入
り
す
る
気
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
一
不
し
た
の
で
あ
る
う
。
ア
マ
ス
イ
ヤ
で
の
+
交
渉

( 79 ) 79 



な
い
が
、

メ
y
カ
と
メ
デ
ィ
ナ
の
両
聖
地
へ
の
寄
進
物
件
の
話
の
中
で
、
「
ル

l
ム
と
エ
ジ
プ
ト

(Z
E
)
と
シ
リ

7
3
百
三
と
デ
ィ
ヤ
1

申

ル

パ
ク
ル
と
バ
グ
ダ
ー
ド
」
と
い

っ
た
地
方
名
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
内
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
オ
ス
7
ン
皇
帝
の
資
任
下

80 

中
に
、

オ
ス
マ
ン
朝
の
大
宰
相
か
ら
出
さ
れ
た
別
の
嘗
簡
に
お
い
て
も
ま
た
、

オ
ス
マ
ン
朝
の
領
土
と
し
て
明
確
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は

(80 ) 

に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

ス
ン
ナ
派
と
シ

l
7
派
と
い
う
宗
派
対
立
が
鮮
明
と
な
っ
た

一
六
世
紀
中
葉
の
段
階
で
は
、
サ
フ
ア

ヴ
ィ
!
朝
と
オ
ス
7
ン
朝
の
境
界
は
、
あ
く
ま
で
も
ア
ナ
ト
リ
ア
や
イ
ラ
ク
、

ア
ラ
ビ
ア
半
白
川
は
オ
ス
マ
ン
側
に
、
ま
た
イ
ラ
ン
は
サ
フ

ァ
ヴ

イ
i
側
に
、
と
い
う
地
方
ご
と
の
把
握
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
空
間
的
広
が
り
の
あ
る
「
境
域

(
フ
ド
ゥ
l
ド
)」
と
し
て
認
識
さ
れ
、

別
の
領
域
と
接
す
る
こ
の
よ
う
な

「境
域
」
た
る
地
方
を
ど
こ
ま
で
学
握
し
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

ア
マ
ス
イ
ヤ
の
和
裁
に
象
徴
さ
れ
る

一
六
世
紀
の
国
境
の
概
念
は
極
め
て
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
イ
ラ
ン
と
オ
ス
7

ン
朝
の
国
境
問
題
は
、

ア
マ
ス
イ
ヤ
の
和
議
が
法
占
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
点
を
再
確
認
す
る
も
の
の
、

一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
亡
髭
の
よ

う
に
重
要
性
を
持
ち
続
け
た
も
の
は
ゾ
ハ

l
ブ
協
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
弘
調
し
た
い
。
事
実
、

ゾ
ハ

1
プ
協
定
こ
そ
は
、
諸
史
料
で
「
国
境
面

{
疋
の
性
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
以
後
数
百
年
に
わ
た
る
こ
の
地
域
の
国
境
概
念
の
基
準
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
国
境
は
、
そ
れ
以
前
の
イ
ラ
ン
の
諸
政
権
と
オ
ス
マ
ン
朝
と

の
協
定
や
条
約
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
起
源
は

一
六
世
紀
に
イ
ラ
ン
で
興
っ
た
シ

l
ア
派
政
権
で
あ
る
サ
フ
ァ
ヴ

イ
1
朝
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
時
代
の
イ
ラ
ン
と
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
領
土
問
題
が
、
王
朝
の

交
代
が
あ
ろ
う
と
も

一
九
世
紀
に
ま
で
継
続
し
、
そ
し
て
そ
の
後
現
代
に
至
る
国
境
線
の
基
本
と
し
て
認
徹
さ
れ
た
と
雪
早
え
よ
う
。
な
か
で
も

領
土
問
題
が
詳
細
に
取
り
扱
わ
れ
た
ゾ
ハ

l
プ
協
定
の
拘
束
力
は
強
く
、
以
後
の
イ
ラ
ン
の
政
権
と
オ
1
7
ン
朝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
を
同

協
定
の
内
容
に
則
し
て
お
お
ま
か
に
認
識
し
、
時
々
の
政
治
力
学
の
上
で
そ
の
領
域
を
互
い
に
侵
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

和
約
の
際
に
は
ゾ

ハ
ー
プ
協
定
の
精
神
が
遵
守
さ
れ
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、

ゾ
ハ

l
プ
協
定
で
定
め
ら
れ
た
国
境
線
は
、
彼
ら
の
認
識
概
念
の
中
で
形
を
と
ど
め



な
が
ら

一
九
世
紀
に
至
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
期
の
両
国
家
の
国
境
概
念
は
、
空
間
と
し
て
の
境
域
か
ら
、

ゾ
ハ

l
プ
協
定
で
は
い
く
つ
か
の
城
砦
が
境
界
の
基
点
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
イ
ユ

徐
々
に
集
落
や
城
砦
と
い
っ
た
点
と
し
て
把
握
さ
れ
、

ラ
l
ム
社
会
の
伝
統
的
な
境
界
概
念
に
お
い
て
は
、
あ
る
地
方
の
中
心
地
た
る
都
市
や
城
砦
を
政
治
的
に
ネ
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地

方
全
践
の
監
督
権
を
担
っ
た
が
、

っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
こ
の
「
境
域
」
と
い
う
概
念
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
狭
い
地
域
を
指
し
示
す
よ
う
に
な

一
六
世
紀
の
ア
マ
ス
イ
ヤ
の
和
般
か
ら
一
七
世
紀
中
葉
の
ゾ
ハ

l
プ
協
定
で
は
、
「
境
域
」
概
念
が
狭
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゾ
ハ

1
プ
協
定
の
時
点
に
お
い
て
も
未
だ
、
点
と
占
'
を
結
ぶ
、
よ
り
級
者
な
国
境
線
は

生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
城
砦
の
中
に
は
取
り
域
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
担
人
化
し
、
地
理
的
に
帽
の
あ
る
中
立
地
帯
と
し
て
設
け

ょ
う
と
し
て
い
た
試
み
も
ま
た
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

近代西アジアにおける国境の成立{守川)

①

こ
の
岡
町
過
程
は
、
〉
Z
D
亡
Z
2
5
害
問
。
第
一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
締

結
に
至
る
過
瞳
の
文
轡
を
棟
討
す
る
と
、
ガ
i
ジ
ャ
!
ル
朝
と
オ
ス
マ
ン
朝
が

「
イ
ス
ラ
l
ム
国
家
」
と
し
て
左
財
開
訴
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
E

い
に
相
前
植
し
て
戦
い
、
プ
カ
レ
ス
ト
条
約
や
ゴ
レ
ス
タ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
多

く
の
罰
土
を
奪
わ
れ
た
「
共
通
の
敵
ロ
ン
ア
」
へ
の
対
置
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
[
〉
Z
口
て
Z
S
E
2
2
3

コ
E
3
5
∞
e
E
Z
Z
]
.

②

口
E
C
之
旧
自
Z
C
Z
E
=

@

P
E
C
で
自
m
z
c
z
=
ヒ同

@
口
E
C
て
B
O
L
e
-
c
Z

缶
詰

⑤

フ
ァ
ト
フ
ア
リ
!
ン
ャ
ー
は
条
約
の
訂
正
版
を
オ
ス
マ
ン
政
府
に
送
付

し
て
い
る
が
、
オ
ス
マ
〆
政
府
は
ニ
れ
を
畳
け
入
れ
な
か
っ
た
[
〉
Z
口
で
主
流

E
さ
=
ミ
g
.
そ
の
幻
と
な
っ
た
条
約
に
つ
い
て
は
.
。
回
目
ヨ
ヨ
且
個
Z

E
F
E唱
『

2
Z
2
5
白
色
叫
関
白
弓
E
S
C
E
Eh
w
吉
宮
〈
乞
〉
R
E
ω
一
刃
包
ヨ
z

z
u
z
s
z
Z
3
0
U
5
2
2
5
-
F
E
E
b
V
4
g
ま
二
、呂

田

E

2
u
E
g
m
参
回
。

@
口
〉
【
巴
て
呂
町
ψ
E
C
Z
E
¥】

①
本
条
約
は
、
締
結
場
所
と
な
っ
た
そ
の
地
名
「
次
回
口
〉
Z
」
の
読
み
が
不
明
で

あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
キ
守
ル
ダ
l
J
」
の
読
み
を
梗
宜
上
充
て
て
い
る
。
ち

な
み
に
、

ε
穴

o
E
E
:
口
宮
内
】
倒
ロ
:
}
ハ
ロ
己
自
z
と
い
ヲ
読
み
が
こ
れ
ま
で
に
渇
さ
れ

て
い
る
〔
=
∞
て
u
z
n『
E
2
5
M
2
-
4
z
n
r
R
-
ロ
z
o
a
↓
r。

可
決
-
2
2
0
∞
。

tpz。ロmw。
『戸吋
臼
命
〉
円
。
ロ
。
。
宝
ロ
乞
↓
c
Z
M
3
伺
勺
。
』
口
同
【
ロ
O
-
E
S
白
ロ
-
z
E
R
戸

F
E
5
5

づ
宮
口
込
町与

P
A
2
2
b
a
E皇
室
匂
E
R
E
N
O
¥
二
E
串
)
旬

ωω]
.
 

⑧

一
七
三
六
年
に
行
わ
れ
た
和
平
空
捗
と
‘
そ
の
一

O
年
怯
に
条
約
締
結
に
至
る

経
緯
に
つ
い
て
は
、
4
2
z
t
M
術
論
文
参
問
。

@
E
t
c
-
、日。。

⑩

口
E

C

ぞ目。

向山
v

。
〉
【

C

問、N@】

⑫
「
ガ
ス
レ

シ

i
リ
1
ン
協
定
」
と
も
昨
ば
れ
る
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
と
オ

ス
マ
ン
制
の
世
節
が
相
対
峠
し
た
の
は
ガ
ス
レ

e
シ
l
リ
!
ン
近
却
の
ゾ
ハ

I
プ
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で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

「
ゾ
ハ
プ
協
定
」
の
名
を
と
る
。
な
お
、
先
町
三
点

の
和
平
協
定
を
「
条
約
」
と
呼
び
、
本
協
定
を
「
協
定
」
と
訳
す
の
は
、
キ
晶
、
ル

ダ
i
ン
条
約
以
降
は
、
山
首
政
府
の
合
意
に
基
づ
く
条
項
が
作
成
さ
れ
て
い
る

一

方

一
七
世
紀
以
前
町
協
定
は
両
政
府
の
併
簡
の
や
り
取
り
の
み
で
条
文
の

な
い
形
式
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
ゾ
ハ

I
プ
協
定
は
、
そ
の
理
事

性
が
指
繍
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
.
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
条
約
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
格
で
は
‘
比

較
的
併
し
く
こ
の
協
定
町
内
容
を
紹
介
し
、

一
九
世
紀
や
二
O
世
紀
の
副
境
問
題

と
の
曹
が
り
を
示
一
す
.

⑬

Z
Z早
足
立

⑬

冨
吾

E
S邑

Jヘ
gcm
〈
臼

Z
口お

N
a
z
-
-
u
F担
当
』
百
三
吾
、
皇
室
町
均
一

z
h
z
b

幅
広
言

z
h
z
b
町注
E
E
号

55-一
2
2
a
旨
UVNb
主
主
E
E
E
=ー雪

E

Z

Z
z
rヨ
ヨ
ヨ
白
色
刃
F
N
M
Z
P
2

司↓
m
Y
Eロ
戸

ω∞O
"

⑮

「

舎
簡
集
成
』
で
は
∞
印
、
己
主
と
な
っ
て
い
る
が
ガ
ズ
ヴ
ィ
l
ニ
!
に
徒

っ
て
「

Z
E旦
と
読
ん
だ
。

⑮

『
舎
簡
仙
構
成
」
で
は
口
図
的
民
国
2
.

ガ
ズ
ヴ
ィ
l
ニ
ー
で
は
」
印
↓
〉
Z
や

同
叩
〉
Z
な
と
と
記
さ
れ
る
が
、
ジ
ペ
サ
1
ン
が
正
し
い
.
イ
ラ
ク
側
の
パ
ド
ラ
近

郊
に
あ
る
。

⑪

E
H
E
E
口
、ω
。
。
口
自
〈
ヨ
ア

E
5
E
E之
、P

苫

M
吋
U

M
吋

G

〔
〕

内
は

植
者
町
史
料
に
拠
る
も
の
.

第

章

イ
ラ
ン

H
オ
ス
マ
ン
国
境
の
画
定
に
向
け
て

⑬

F
R
E
E
-
問、ωoω
一口

E
2
2
一
阿
君
主
町
宮
、
言

-
3
M
∞。

M∞-

⑬

現
在
の

マ
ン
ダ
リ
l
a
イ
ラ
ク
倒
的
地
名
。

@

現
在
の
パ
ン
ジ
ユ
ヴ
ィ
l
ン
。
イ
ラ
ク
聞
の
地
名
。

@
ク
ル
ド
系
の
遊
牧
民
。

@

現
在
の
マ
リ
!
ヴ

ァ
l
ン
。
イ
ラ
ン
聞
の
地
名
。

向
型

明

R
E
D
D
【【
¥
N
m
w吋

向山
v

m
M
M
a
M
色
ロ
氏
。
予
ロ
ア
-u明
M

N

。i
M吋

@

ア
マ
ス
イ
ヤ
で
の
協
慌
の
眠
中
と
考
え
ら
れ
る
タ
フ
マ
i
ス
プ
と
ス
レ
イ
マ
ン

円
柱
祖
瞥
附
か
ら
は
、
制
土
問
題
に
関
連
す
る
地
名
は
ひ
と

つ
も
現
れ
な
い

[
旬
。
ユ
品
。
ロ
【
、。u
w
o
e
-
O
N
U
]
.

@

こ
の
世
の
果
て
に
あ
り
、
常
に
夜
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
世
界
。
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
や
預
雷
者
ヒ
ズ
ル

(旧
約
聖
書
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
比
定
さ
れ
る
)
は、

「
生
命
の
水
」
や
求
め
て
そ
の
陛
界
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

@

メ
E
t
z
F
E吉
宮
山
〈
刷
工
旦
;)hbbbJE言
詮
士
七
守
男
ミ
昌
三
日
凶
ヨ

§号a5、
】

ω∞∞
ω
日刀》

M
一吋可印

@

与
え
司
自
u

M

可
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
ヂ
イ
ヤ
!
ル
パ
ク
ル
や

バ
グ
ダ
ー
ド
は
、
都
市
名
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
限
の
丑
ぷ

一
帯
争
ま
す
地

方
名
で
も
あ
る
。

本
と
な
る
も
の
は
、

前
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
粂
約
は
、
旧
来
の
諸
条
約
を
踏
襲
し
て
お
り
、
イ
ラ
ン

H
オ
ス
マ
ン
朝
間
の
国
境
画
定
の
基

サ
フ
ァ
ヴ
ィ

i
初
期
の
ゾ
ハ

1
プ
協
定
で
あ
っ
た
。
ゾ
ハ

l
プ
協
定
で
は
い
く
つ
か
の
地
名
が
挙
げ
ら
れ
、
比
較
的
明
磁

に
国
境
が
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
同
協
定
で
記
さ
れ
た
地
名
の
大
部
分
は
、
二
世
紀
後
の
第
二
次
エ
ル
ズ

( 82 ) 82 



ル
ム
条
約
時
に
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
た
。
か
つ
、

ゾ
ハ

1
プ
協
定
で
は
、

イ
ス
ラ

1
ム
社
会
の
伝
統
的
な
「
境
域
」
概
念
が
強
く
、
「
境

目
」
と
な
る
目
印
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
士
官
漢
と
し
た
境
域
概
念
が
、

一
九
世
紀
に
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。

ゾ
ハ

l
プ
協
定
以
降
の
諸
条
約
で
は
、
和
平
に
重
点
が
位
か
れ
、
国
境
問
題
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
為
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
と
い

っ
た
仲
介
国
の
後
押
し
を
受
け
た
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り

で
あ
る
。
国
境
問
題
は
依
然
、
棚
上
げ
さ
れ
た
と
は
い
え
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
、

オ
ス
7

ン
H
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
国

撲
の
大
枠
を
確
認
し
て
お
く
と
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
占
領
し
た
ム
ハ
ン
マ
ラ
に
つ
い
て
は
イ
ラ
ン
側
に
、
ま
た
長
官
の
亡
命
に
よ
り
イ
ラ
ン
側

が
征
服
し
た
ス
レ
イ
7

ニ
エ
地
方
に
つ
い
て
は
オ
ス
マ
ン
側
に
官廃
さ
れ
た
。
こ
の
大
枠
が
定
め
ら
れ
た
上
で
、
ゾ
ハ
!
プ
協
定
の
原
文
を
確
認

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、

イ
ギ
リ
兄
、

ロ
シ
ア
の
凹
ヵ
国
か
ら
な
る
国
境
剖
査
委
員
会
で
あ
る
。

ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
、

オ
ス
マ
ン
朝
、

国
境
画
定
調
査
委
員
会

調
査
委
員
会
の
設
置
は
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
第
三
条
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
三
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
の
批
准
は
、
条
文
の
殴
昧
さ
を

近代酉アジアにj;ける図壇の成立(守/11)

ム
ハ
ン
マ
ラ
領
有
の
主
張
を
強
く
行
っ
た
オ
ス
マ
ン
政
府
の
態
度
ゆ
え
に
、

一
八
四
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
イ
ス
タ
ン
プ
l
ル
で

指
摘
し
、

行
わ
れ
た
。
イ
ラ
ン
で
は
同
年
九
月
に
モ
ハ
ン
マ
ド
シ
ャ

l
が
逝
去
し
、
ナ
1
セ
ロ
ァ
デ
ィ

l
ン

シ

ャ

l

(在
位

一
八
四
八
1
九
六
)
が
即

位
す
る
と
い
う
政
治
的
混
乱
期
に
あ
っ
た
が
、
彼
の
即
位
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
調
査
委
員
会
の
概
要
が
固
ま
っ
た
。
調
査
委
員
会
に
は
、
条
約

オ
ス
マ
ン
朝
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
役
人
が
任
じ
ら
れ
た
。
イ
ラ
ン
か
ら

①
 

は
モ
シ
l
ロ
ァ
ド
ウ
レ

(玄
司
自
」
三
宮
市
内
百
ロ
室
E
Z
;
?ロ
2
Z
)
が
、
オ
ス
マ
ン
朝
か
ら
は
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ュ

・
パ
シ
ヤ
(
口
02
2
3官
)
が
、

そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
兄

(耳目

=Eヨ
3
2
5
n
r
宅

M=E
h
)
と、

締
結
に
関
わ

っ
た
、

イ
ラ
ン

(ガ
l
ジ
ャ
l
ル
朝
)
、

ロ
シ
ア
か
ら
は
チ
リ
コ

7
2
0
開
。
こ
↓
n
y
E
r
o
D
が
代
表

と
し
て
参
加
し
た
。

」
れ
ら
主
要
な
調
査
委
員
た
ち
は

い
ず
れ
も
詳
細
な
国
境
状
況
の
報
告
牲
を
記
し
て
い
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
示
し
た

一
次
史
料
の
中
に
、
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そ
れ
ら
の
報
告
書
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
シ

l
ロ
ッ
ド
ウ
レ
は
、

『国
境
調
査
報
告
書
」
を
一
八
五
七
年
に
若
し
、
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ュ

・
パ

ン
ャ
は

『イ
ラ
ン
国
境
画
定
調
査
性
』
を

一
八
五
三
年
に
上
梓
し
て
い
る
。
『
国
境
へ
の
旅
」
を
執
筆
し
た
ホ
ル
シ

l
ド

パ

シ

ヤ

(
Z
5
5邑

(剖)剖

Z
Z
4
ι
3
2)
も
ま
た
、
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ュ

・
パ
シ
ャ
の
補
佐
兼
住
記
と
し
て
こ
の
溺
査
委
民
会
に
参
加
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

一
方
チ
リ
コ
フ
の
場
合
は
、
報
告
牲
と
い
う
よ
り
は
旅
行
記
で
あ
り
、
国
境
調
査
委
員
チ
リ
コ
フ
の
旅
日
産
と
し
て
英
訳
さ
れ
て
い
旬
。

な
お
、

イ
ギ
リ
ス
代
表
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
も
ま
た
何
ら
か
の
覚
書
を
啓
き
留
め
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
資
料
は
、
彼
が
英
国
に

一
時
帰
国

し
た
際
に
、

テ
ム
ズ
川
で
散
逸
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
欠
を
補
う
か
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
は
、
調
査
団
に
加
わ
っ
て

い
た
考
古
学
者
の
ロ
フ
タ
ス

(主
主

E
問
E
D
O
F
F

「旦

E
)
が

一
八
五
四
年
に
出
版
し
た
旅
行
記
が
あ
旬。

チ
リ
コ

7
や
ロ
フ
タ
ス
ら
、
欧
米

人
の
見
方
と
、

モ
ン

l
ロ
ッ
ド
ウ
レ
や
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ュ

・
パ
シ
ャ
ら
、

ガ

l
ジ
ャ

1
ル
朝
や
オ
ス
マ
ン
朝
の
高
官
ら
の
見
方
は
ま

っ
た
く
異
な

る
。
後
者
は
、
当
該
地
域
の
地
型
的
精
徴
や
住
民

・
遊
牧
民
の
戸
数
、
宗
派
、
徴
税
額
、
帰
属
意
識
な
ど
具
体
的
事
項
に
重
占
が
位
か
れ
、
ど

の
よ
う
な
人
々
が
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
か
な
ど
、

よ
り
切
実
な
立
場
か
ら
そ
の
地
域
を
知
ろ
う
と
努
め
て
い
る
。
特
に
遊
牧
民
に
附
す

る
情
報
は
、
遊
牧
民
の
帰
属
如
何
に
よ
っ
て
国
境
地
帯
が
大
き
く
左
右
す
る
と
い
う
歴
史
的
事
象
を
踏
ま
え
て
い
た
た
め
、
調
査
時
の
最
重
要

な
テ
1
7
と
な
っ
て
お
り
、

モ
ン
l
ロ
ァ
ド
ウ
レ
、

デ
ル
ヴ
ィ

γ
ュ
・
パ
シ
ャ
、

ホ
ル
ン
l
ド

・
パ
ン
ヤ
の
=
一
者
と
も
に
、
非
常
に
詳
細
に
国

境
地
域
に
一件
ら
す
様
々
な
遊
牧
民
の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
欧
米
人
ら
の
資
料
は
、
軍
人
で
あ
っ
た
チ
リ
コ

7
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
地
形
の
戦
略
面
で
の
価
値
に
つ
い
て
必
ず
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
地
域
社
会
や
そ
の
文
化
を
満
遍
な
く
知
る
こ
と
に
注
意
が
向
け

ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
情
報
収
集
に
努
め
る
姿
勢
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
が
輿
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

資
料
の
性
格
も
ま
た
相
違

曲

し
て
い
る
占
は
興
味
深
い
。国

境
調
査
と
そ
の
実
態

凹
ヶ
国
の
代
表
に
よ
る
国
境
倒
査
は

一
八
四
九
年
夏
に
、
国
境
最
南
端
部
分
の
シ
ャ
ッ
ト
ル
ア
ラ
プ
川
の
河
口
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
し
か



し
な
が
ら
、
こ
の
国
境
調
査
委
員
会
は
、
そ
の
最
初
期
か
ら
波
乱
に
満
ち
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
代
表
と
し
て
調
査
委
員
会

に
任
じ
ら
れ
た
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ユ

・
パ
シ
ャ
が
、

モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ

l
没
後
の
イ
ラ
ン
東
部
の
混
乱
に
乗
じ
、
集
結
地
と
定
め
ら
れ
て
い
た
パ

グ
ダ
l
ド
で
は
な
く
、
ま
ず
北
方
の
コ
ト
ゥ

l
ル
へ
軍
隊
合
率
い
て
向
か
い
、
そ
の
地
を
占
領
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
地
の
イ
ラ
ン
側

と
定
め
ら
れ
た
東
側
の
地
点
に
、
領
土
の
目
印
と
し
て
塔
を
建
設
し
て
し
ま
う
。
こ
の
行
為
に
抗
議
し
た
イ
ラ
ン
側
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
図

税
調
査
の
開
始
を
延
期
し
、
結
果
、
九
ヶ
月
の
遅
れ
が
生
じ
た
。

開
始
が
遅
れ
な
が
ら
も
、
バ
グ
ダ
ー
ド
に
最
後
に
到
着
し
た
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ユ
パ
シ
ャ
を
含
め
、

四
ヶ
国
の
代
表
は
最
初
の
話
し
合
い
を
同

地
で
行
い
、

オ
ス
7

ン
政
府
、
イ
ラ
ン
政
府
と
も
に
、
数
百
人
の
歩
兵
と
騎
兵
大
隊
を
供
給
す
る
こ
と
を
定
め
、
同
年

一一

一
月
中
旬
に
パ
グ

ダ
1
ド
を
出
発
、

翌
年
一
月
、

ム
ハ
ン
マ
ラ
か
ら
調
査
を
開
始
し
た
。

調
査
委
民
会
は
、
ム
ハ
ン
マ
ラ
を
皮
切
り
に
、
湾
岸
か
ら
Y
ヤ
ァ
ト
ル
ア
ラ
ブ
川
一
帯
の
ア
ラ
ブ
地
域
を
調
査
し
た
後
、
最
初
の
協
議
に
入

っ
た
。
協
議
の
方
法
は
、
ま
ず
オ
ス
マ
ン
政
府
、

の
イ
ギ
リ
ス
、

イ
ラ
ン
政
府
の
双
方
が

一
日
ず
つ
自
身
の
見
解
ヤ
王
張
を
述
べ
、
そ
の
後
三
日
目
に
仲
介
役

①
 

ロ
シ
ア
が
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

近代西アジアにおける回壇の成立(守川)

協
議
が
始
ま
る
と
、
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ユ
パ
シ
ャ
は
開
口
一
番
に
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
の
条
文
は
不
明
朗
だ
と
指
摘
し
、
シ
ャ
ッ
ト
ル

ア
ラ
プ
全
域
の
領
有
を
主
張
、
さ
ら
に
ム
ハ
ン
マ
ラ
に
居
住
し
て
い
た
ア
ラ
ブ
系
部
族
を
免
税
に
よ
り
懐
柔
し
よ
う
と
努
め
た
。
条
約
を
反
故

に
す
る
か
の
よ
う
な
オ
ス
マ
ン
側
の
態
度
に
よ
り
、
織
論
は
紛
糾
す
る
。
交
渉
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
に
加
え
、

円以
直
前
の
五
月
に
入

っ
た
こ

曲

と
か
ら
、
避
暑
の
た
め
調
査
委
員
会
は
協
鍛
を
中
断
し
、
イ
ラ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
ン
ア
の
代
表
は
ロ
レ
ス
タ
ー
ン
地
方
に
涼
を
求
め
、

一
方

申

の
デ
ル
ヴ
ィ
シ
ユ

・
パ
シ
ャ
は
政
府
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
に
イ
ス
タ
ン
プ
l
ル
へ
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
の
代
表
は
イ

ス
フ
ァ
ハ

l
ン
に
行
き
、
そ
の
地
で
次
の
協
議
は
一
八
五

O
年
一
二
月
に

7
1
ゼ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
デ
e

ス
プ
ー
ル
で
行
う
こ
と
を
定
め
別
れ
た

が
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
意
向
が
判
明
し
た
こ
と
を
受
け
、
急
遁
翌
年
の
二
月
に
再
度
ム
ハ
ン
7

ラ
で
協
議
を
行
っ
た
。

四
月
ま
で
続
い
た
こ
の

協
議
に
お
い
て
も
ま
た
、

オ
ス
マ
ン
側
の
強
硬
姿
勢
の
た
め
に
南
方
地
域
の
国
境
画
定
は
決
着
を
見
ず
、

イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
の
調
査
団
は
ゾ
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ハ
ー
プ
地
方
の
ケ
レ
ン
ド
峡
谷
で
哀
を
過
ご
し
、
イ
ラ
ン
代
表
は
ロ
レ
旦
夕
l
ン
で
、
ま
た
オ
ス
マ
ン
政
府
代
表
は
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
一
戻
っ
た
。

そ
の
後
イ
ラ
ク
で
発
生
し
た
コ
レ
ラ
を
避
け
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
の
調
査
団
は
、

モ
シ

l
ロ
y
ド
ウ
レ
と
共
に
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン

地
方
を
巡
察
し
た
が
、
本
国
か
ら
の
催
促
を
受
け
、
本
来
の
任
務
に
戻
る
べ
く
ゾ
ハ

l
プ
へ
と
向
か
っ
た
。

一度
目
の
会
合
は

一
八
五

一
年
一

一
一
月
末
に
ゾ
ハ

l
プ
城
砦
の
近
郊
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
領
土
問
題
の
解
決
を
見
る
こ
と
は

な
く
、
協
議
は
物
別
れ
に
終
わ
る
。
そ
の
後
調
査
委
員
会
は
、
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
、

コ
ト
ゥ

l
ル

マ
ー
ク
ー
を
含
め
、
最
終
的
に
ア
ゼ
ル
パ
イ

ン
ャ
ン
地
方
ま
で
調
査
を
行
な
っ
た
も
の
の
、
断
続
的
に
四
年
間
に
わ
た
っ
た
国
境
調
査
は
、

一
八
五
二
年
九
月
に

ほ
と
ん
ど
成
果
を
見
せ

る
こ
と
な
く
終
了
し
、
委
員
会
は
エ
ル
ズ
ル
ム
で
解
散
し
た
。

結
局
、
こ
の
調
査
で
定
め
ら
れ
た
国
境
は
、
自
然
の
境
界
と
な
る
シ
ヤ

y
ト
ル
ア
ラ
ブ
川
の
み
で
あ
り
、
そ
の
以
北
に
お
い
て
は
、
オ
ス
7

ン
朝
お
よ
び
ガ

l
ジ
ャ

i
ル
朝
双
方
の
強
硬
姿
勢
の
た
め
に
、
何
ら
成
果
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
拘。

実
際
の
国
境
問
題
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
国
境
調
査
委
員
会
で
あ
っ
た
が
、

一
八
四
八
年
か
ら
五
二
年
の
四
年
間
の
調
査
中
、

測
量
士
た
ち
に
よ
る
実
測
が
行
わ
れ
、
国
境
地
帯
の
地
図
の
原
因
が
ス
ケ
ァ
チ
さ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う

(地
図
3
参
間
)。

調
査
終
了
の
翌

近代西アジアにおける国境の成立(守JlI)

年
に
始
ま
っ
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
よ
る
中
断
を
経
た
も
の
の

一
八
五
六
年
に
は
サ
ン
ク
ト
ベ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
て
、
チ
リ
コ

7
の
作
図
を
基
に

し
た
凹
ヵ
国
合
同
の
地
図
作
成
会
談
が
開
催
さ
れ
た
。
チ
リ
コ

7
自
身
は

一
八
六

O
年
に
死
去
し
た
が
、
そ
の
後
、

一
八
六
九
年
に
七
三
O
五

O
分
の

一
の
地
図
が
完
成
し
、
同
年
イ
ス
タ
ン
プ

l
ル
に
て
議
定
訟
の
調
印
が
行
わ
れ
た
。
議
定
舎
の
王
な
内
容
は
、
国
境
調
査
時
の
現
状
を

維
持
す
る
こ
と
、
係
争
地
で
の
新
た
な
建
造
や
印
付
け
の
紫
止
、
四
四
壊
し
た
家
屋
の
再
建
は
容
認

(た
だ
し
所
有
権
は
保
証
せ
ず
)
と
い
っ
た
諸

点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
の
王
導
の
も
と
、

サ
フ
ア
ヴ
ィ
l
朝
時
代
に
遡
る
「
歴
史
的
国
境
」
を
重
視
し
、
イ
ラ
ン
、

マ
ン
朝
双
方
と
も
が
新
た
な
獲
得
地
を
放
棄
す
る
と
い
う
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
基
づ
い
た
、
両
成
敗
的
な
決
着
が
図
ら
れ
た
の
で
あ

。
る
。
こ
の
議
定
告
の
内
容
は
、

一
八
七
五
年
か
ら
一
一
年
間
の
国
境
画
定
委
員
会
に
よ
る
協
議
を
経
て
、

一
八
七
八
年
の
ベ
ル
リ
ン
会
議
の
席
上

で
も
再
確
認
さ
れ
た
。

オ
ス
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一
九

二

=

年

一
一

月

に

は

一
九
世
紀
と
同
じ
く
、

ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
、

ロ
シ
ア
の
四
ヵ
国
に
よ
る
国
境
画
定

イ
ラ
ン
H
オ
ス
7
ン
朝
間
の
詳
細
な
国
境
情
聴
を
定
め
、
イ
ス
タ
ン
プ
1
ル
議
定
舎
と
し
て
調
印
さ
れ
均。

委
員
会
が
、
緯
度
経
度
を
含
む
、

こ
こ
に
、
現
代
の
こ
の
地
域
の
国
境
が
「
線
」
と
し
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

①
イ
ラ
ン
代
衰
の
モ
シ
l
ロ
ヅ
ド
ウ
レ
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
最
先
端
の
学
問
を
学

ぶ
た
め

μ
躍
欧
し
た
、
最
初
期
の
回
世
MM学
生
で
あ
っ
f
z
一
八

一
五
年
に
イ
ギ

リ
ス
に
撮
置
さ
れ
た
第
一
よ
伺
学
生
町
中
に
あ
っ
て
、
酷
の
担
当
は
散
学
と
工
学

で
あ
り
、
四
年
桂
イ
ラ
ン
に
冊
臨
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
学
問
的
伝
授
に
勤
し
ん
だ
。

そ
の
た
め
植
は
、
「
工
学
長

(S
Z
E
E
-ω
E与
同
)
」
と
い
う
称
号
を
得
て
い
る
。

英
語
に
通
じ
た
植
は
、

一
八
三
六
年
か
ら
八
年
間
‘
イ
ス
タ
ン
プ

1
ル
駐
在
大
世

を
輯
め
.
こ
の
聞
に
ベ
ル
ギ
ー
や
ス
ペ
イ
ン
と
週
間
協
定
を
結
ん
で
い
る
。
桂
町

大
世
在
世
中
に
オ
ス
マ
ン
制
的
バ
グ
ダ
ー
ド
州
長
官
に
よ
る
ム

ハ
ン
マ
ラ
占
罰

事
件
や
カ
ル
パ
ラ
1
事
件
が
生
じ
、
彼
自
身
が
オ
ス
マ
ン
政
府
へ
の
抗
議
の
先
鋳

と
な
っ
た
.
第
二
次
ヱ
ル
ズ
ル
ム
条
約
締
結
の
た
め
の
全
権
大
世
の
任
も
ま
た
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
こ
と
や
詩
学
工
学
町
知
離
を
有
し
適
桂
と
思
わ
れ
た
世
に

委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
途
中
体
制
不
良
の
た
め
荊
に
臥
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
忠
謹
ア
ミ

1
レ
e

キ
ヤ
ピ

l
ル

(
Z司
自
↓

Z
叫
ヌ

Z
ロ
〉
ヨ
司
-

E
Z司
)
が
そ
の
任
に
当
た
り
、
四
年
間
に
わ
た
る
協
議
の
結
果
、
先
町
第
二
次

エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
が
締
結
さ
れ
た
の
で
る
。
こ
の
た
め
そ
シ
i
ロ
y
ド
ウ
レ
は
、

イ
ラ
ン
倒
に
不
利
益
な
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
サ
イ
ン
を
し
た
ア
ミ

1
レ

キ
ャ
ピ

1
ル
に
吋
し
、
「
制
土
問
題
に

つ
い
て
峰
山
知
で
理
解
が
な
い
」

[
Z
574『

ω
∞
}
と
辛
蝉
な
肝
価
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
つ
な
状
況
か
ら
.
拙
自
身
は

函
境
調
査
昏
H
H
舎
の
最
初
期
か
ら
闘
志
を
棋
や
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
・
そ

の
植
も
櫨
は
要
聡
を
歴
任
し
.
一
八
六
二
年
に
死
去
し
た
宙
智
正

Z

Z
芸
含

h官
、ふ
h
E
F
3、
~
旬
、
、
苦
島
よ

R
2
M
M
M
E
E
S
Z
宮、
n
s
-
7
4
0
r
a
z
-

-ω吋
ω?
宮

司

同
九日

-Nah静

]

。

①

デ
ル
ヴ
イ
ン
ユ
パ

ン
刊
は

一
九
世
紀
初
頭
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
駐
サ
ン
ク
ト

オ
ス
マ
ン
朝
、
イ
ギ
リ
ス
、
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ベ
テ
ル
プ
ル
ク
領
事
を
諦
め
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
簡
に
通
じ
て
い
た
.

③

イ
ギ
リ
ス
取
大
怯
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス

(一

八
八
三
均
没
}
は
、
第
二
次

エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
締
結
に
も
関
わ

っ
て
い
る
。

@
ロ
シ
ア
時
版
は、

チ
リ
コ
フ
の
托
桂
.
一
八
七
五
年
に
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
プ
ル

ク
で
出
版
さ
れ
た
。
一

八
八
七
年
に
ロ
ン
ア
跨
か
ら
ペ
ル
ン
ア
路
へ
訳
さ
れ
た
刊

本
も
あ
り
、
ナ
1
セ
ロ
ツ
デ
ィ

l
ン

ン

4
1
に

献

呈

さ

れ

た

可

R
2
2

5

2

S
〉
害
関
冨

ω
2
z
b
E言
訟
を
一
塁
し
ヨ
ミ
言
語宮

町
宮
己

p
t
E
V司
会
主
司

〉
晶

Y
R
C
8
3ロ
戸
叶

o
r
a
p
-
ωJ3ω]
。

⑤

主=】
E
F
2
2
「
op
E
宇
お
足

r
sえ
F
8
3言

5
9
b
h
g
Z
室
、

匂包
"Ea号
E

E仇
怠
誹
宝
与
号
mg

‘邑旦喧喜
一札
邑
E
p
dbE
b
b
-
b句

、

us
a-
ミ
h
abR
S
N
2
9
u
N
z
b
i
号

P
N号
、
“
局
、
〉
念
、
。
、ー口
2
2ミ
h旬、
更
、
J
で
て
己
号
、
豆
乳
円
S
E
E
P
円
円

hF

胃、
U
J

言
、

a
E
A『
号

、吉旬、否
認
円
g
a
s
-。、
町
、
言
、
旬
、
こ
担
匂
《

「
o-E
op

--
凶
ω吋

@

一

九
世
紀
中
裁
か
ら
桂
半
に
か
け
て
ガ
!
ジ
ャ
ー
ル
朝
イ
ラ

μ
で
は
地
方
町

実
情
を
知
予
っ
と
棉
々
な
第
釘
叫
地
理
警
や
調
査
報
告
曾
が
脅
か
れ
た

J
」町

市
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ガ
l
ン
ャ

I
ル
納
期
肱
行
記
史
料
研
究
序
説
」
『
西
南

ア
ジ
ア
研
究
」
五
五

(ニ

O
O
三
、
四
四

l
六
八
百
に
て
指
摘
し
た
。
本
文
中

で
紺
介
し
た、

国
壇
削
賢
岳
日
全
の
構
成
日
ら
に
よ
る
、
同

一
円
テ
l
マ
・
対
車

を
扱
い
つ
つ
も
.
立
場
の
相
通
ゆ
え
に
性
惜
の
異
な
る
賄
宙
科
の
よ
り
昨
細
な
比

較
倹
肘
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
利
則
し
た
当
時
の
イ
ラ
ン

H
オ
ス
マ
ン
回
壇
の
誕
態

に
つ
い
て
は
旭
日
に
蹄
る
.

⑦

Z
EZ

E

 



③

協
設
の
停
滞
に
章
を
煮
や
し
た
ロ
ン
ア
聞
は
、
時
間
の
抑
去
を
考
慮
L
、
ム
ハ

ノ
マ
ラ
か
ら
プ
l
ン
エ
フ
ル
、
ン

1
ラ
l
ズ

ベ
ル
セ
ポ
リ
ス
を
調
査
し
て
い
る

[」「
n
F』
2
r
。『
ω
o
m
]

。

@

Z

E

Z

2

2

一
叶

O
E
2
r
o『

ω
o
u
呂
町

⑪

ン
ヤ
ツ
ト
ル
ア
ラ
プ
川
に
お
い
て
で
さ
え
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
提
示
し
た

「
ウ
ィ
リ
ア
ム

ス
ラ
イ
ン
」
を
め
ぐ
っ
て
オ
ス
マ
ン
朝
と
ガ

I
ジ
ベ
ル
朝
は

対
立
し

二

O
世
紀
に
入

っ
て
よ
う
や
く
決
着
を
見
る
次
第
で
あ
っ
た

[河

Fnymw町
内
-
印

0
7
0
2
m
E
E
F【
E
m『
包
括
ご
回
関
白
〈
図
柄
官
命
己
〈
命
司

V
Oロ
ロ
色
白
『
山
、
仏

o
t
ヨ』
Z

Z
O
回一↓
r命

Zwh悼
吋
何
時

NO同
c
g
R
O
R旬
、
包
色

-ro
印

F
h
H
ロ
己
〉
z
r
v
m『
O
Z
戸
市
出
臼

z

hnOR24&伊

N3RGHω
山
wh品
目

UMM
吋

M
m
w
N
白色芝、品

‘。
一
内
山
∞
。

t
ロ
仏
国
司目
。

ω
m
O『
a
z
o
d〈
印
戸
白
戸
。

叶

r
命
口
S
E
M
Oロ
o
-
-
5
8
切

何

2
5
2
c
c
m
m
F
F
Oロ
J

h弘
、
h
ぬ
句
刊
誌
旦

Vハ
)
《
〈
-
戸

お

わ

~J 

3
0
0
2
-
Z
M吋

ω川
W
]

。
モ

ン

ロ

y
ド
ウ
レ
は
同
地
に
つ
い
て
イ
ラ
ン
伝
説

の
王
朝
で
あ
る
カ
ヤ
l
ン
朝
時
代
の
括
を
交
え
な
が
ら
所
有
権
の
正
統
性
を
主
耳
目

す
る
の
で
あ
る
か
ら

[
Z
E
宮
崎
巴
切
り
]
、
領
土
問
題
は
実
に
解
決
因
縁
な
案
件

と
言
え
る
。

⑪

ガ

ジ

t

ル
、
オ
ス
マ
ン
両
政
府
の
み
で
は
決
着
が
図
れ
な
い
と
惜
っ
た
イ

ギ
リ
ス
と
ロ
ン
ア
の
調
査
委
副
ら
は
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
を
重
視
し
、
そ

れ
以
外
の
選
択
肢
を
両
政
府
に
吋

L
て
決
し
て
認
め
な
い
と
い
う
姿
勢
を
買
い

た

[

〈

白

E
M
P
J問
。
、
ロ
?
。
品
∞

G
]

。

⑫

議

定
替
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

z
s
zヨ
Z

目

J
a
rヨ
一
事
呈
‘
苫
旧
民

Mωω
に
原
文
が
あ
る
。

本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
H
オ
ス
マ
ン
朝
間
の
国
境
の
画
定
に
は
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し

近代酉アジアにおける国埴の成立(守/11)

し
た
シ

1
7
派
政
権
で
あ
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝
と
、

か
し
実
際
に
は
、
第
一
一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
い
た
る
ま
で
の
、
旧
来
の
諸
協
定
の
内
容
が
踏
襲
さ
れ
、
そ
の
基
点
は

一
六
世
紀
初
頭
に
成
立

ス
ン
ナ
派
の
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
対
立
に
求
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
国
境
と
い
う
概
念
に
お

い
て
は
、
サ
7
ァ
ヴ
ィ

l
朝
時
代
の
二
度
の
和
約
が
根
幹
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
特
に
、

ゾ
ハ

l
プ
協
定
に
お
い
て
、
サ
フ
ァ

ヴ
ィ

l
朝
、
オ
ス
マ
ン
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
が
、
漠
然
と
し
た
大
き
な
地
方
名
で
は
な
く
、
小
規
模
な
城
砦
を
中
心
と
す
る
村
落
の
名
称
で
明

記
さ
れ
た
点
こ
そ
が
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゾ
ハ

l
プ
協
定
か

ら
二

O
O年
後
の
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、

ゾ
ハ

l
プ
協
定
に
記
さ
れ
た
地
名
は
暖
味
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
以
上
に
、
協
定
中
で
の
「
境

界
」
概
念
は
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
イ
ス
ラ
l
ム
社
会
で
伝
統
的
で
あ
っ
た
、
「
人
の
住
む
と
こ
ろ
と
そ
の
周
辺
」
を
あ
る

一

定
範
囲
の
地
域
と
し
て
認
識
し
、

そ
の
地
域
全
体
が
隣
接
す
る
地
域
と
の
「
境
界
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
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世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
の
指
導
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
国
境
調
査
委
員
会
は
、

ゾ
ハ

l
プ
協
定
中
に
記
さ
れ
た
地
域
に
、
さ
ら
に
明
確
な

境
界
を
設
定
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
条
約
と
そ
の
後
の
国
境
調
査
に
よ
り
、

イ
ラ
ン
と
オ
ス
7

ン
朝
の
国
境
は
、
伝
統
的
な
「
境
界

(境
域
こ

か
ら
、
近

代
的
な
「
国
境
」
へ
と
変
化
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
近
代
の
「
国
境
」
概
念
に
お
い
て
は
、
あ
る

一
定
の
空
間
的
広
が
り
で
あ
る
「
面
」

で
も
っ
て
境
域
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
サ
フ
ア
ヴ
イ
l
朝
時
代
の
領
土
交
渉
に
お
い
て
は
、
人
の
住
ん
で
い
な
い
無
人
地
帯
を
創
出
し
、

そ
れ
が
中
立
地
域
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
意
図
的
に
城
砦
を
破
撲
し
、
無
人
の
緩
街
地
借
を
作
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
列
強
の
進
出
が
活
性
化
し
た

一
九
世
紀
に
な
る
と
、
国
の
強
弱
や
戦
争
で
の
勝
敗
と
い

っ
た
二
国
間
の
単
純
な
力
関
係
の
み
で
は
動
か
な
い

時
代
に
突
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
関
係
各
国
の
利
害
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
西
洋
式
の
考
え
方
が
強
調
さ
れ
る
近
代
に
お
い
て
は
、
新
た
な
第

三
国
の
影
響
下
に
、
国
境
を
「
線
」
で
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
ま
た
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

「
而
」
に
よ
る
境
界
の
把
握
か
ら
、
「
線
」
に
よ
る
画
{
疋
へ
の
移
行
が
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

オ
ス
マ
ン
朝
と
イ
ラ
ン
の
国
境
と
い
え
ど
も
、
他
の
西
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
と
同
様
に
、
列
強
の
圧
力
な
く
し
て

イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
が
、
「
大
英
帝
国
の
湖
」
た
る
べ

ル
シ
ア
湾

①
 

で
の
影
響
力
の
確
保
を
目
指
し
て
、
積
極
的
な
介
入
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
境
調
査
期
間
中
、
イ
ギ
リ
ス
や
ロ

は
、
国
境
の
確
立
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
当
時
、

ン
ア
は
、
国
境
付
近
の
み
な
ら
ず
、
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
内
部
に
頻
繁
に
足
を
延
ば
し
、
独
自
の
翻
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
会
が
、

岳

最
初
か
ら
当
然
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
列
強
の
姿
勢
は
常
に
、
イ
ラ
ン
や
オ
1
7

ン
朝
と
い

っ
た
当
該
国
か
ら
す
れ
ば
「
介
入
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
「
利
権
へ
の
妨
害
」
と
映
っ
て
い
た
。
こ
の
四
ヵ
国
体
制
が
二

O
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ン
と
ト
ル
コ
、
あ
る
い
は
イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
の
条
約
締
結
時
ま
で
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ、ヲ
。

一
九
世
紀
に
見
ら
れ
た
列
強
諸
国
の
介
入
が
、

二
O
世
紀
に
入
り
、
イ
ラ
ク
と
い
う
図
の
成
立
に
始
ま
り
、
イ
ラ
ン
H
イ
ラ
ク
戦
争
や
、

イ
ラ
ク
、

ト
ル
コ
、
シ
リ
ア
に
ま
た
が
る
ク
ル
ド
独
立
の
動
き
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
、
こ
れ
ら
当
該
地
域
の
人
々
の
欧
米
に

イ
ラ
ン
、

( 90 ) 90 



対
す
る
根
強
い
不
信
感
を
醸
成
す
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
き

つ
ま
で
も
な
い
。

他
方
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
近
代
的
な
国
境
づ
く
り
が
西
ア
ジ
ア
地
域
で
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
オ
ス
マ
ン
朝
や
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
の
内
部
で
は
糠
々
な
形
で
近
代
化
が
促
進
さ
れ
て
い
く
。
特
に
、

一
九
世
紀
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
シ

l
ア

派
ム

ス
リ
ム
が
多
数
、
イ
ラ
ク
の
シ

1
7派
諸
型
地
へ
巡
礼
に
出
か
け
た
。
イ
ラ
ン

H
イ
ラ
ク
の
街
道
は
、
ゾ
ハ

l
プ
地
方
を
通
過
す
る
一

本

道
で
あ
り
、

国
境
が
薗
定
し
つ
つ
あ

っ
た
同
世
紀
中
葉
に
は

ハ
l
ナ
キ
l
ン
と
ガ
ス
レ

・
ン
l
リ
l
ン
と
い
う
こ
つ

の
町
の
間
が
国
境
と
定

め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

ハ
1
ナ
キ
l
ン
は
オ
ス
マ
ン
朝
の
国
境
の
町
と
し
て
税
関
や
入
管
施
設
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
道
を
通
過
す
る
人
々
に
は
、

「
国
籍
」
を
記
載
し
た
通
行
証

(身
分
椛
)
の
携
帯
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
商
ア
ジ
ア
の
二
大
国
に
お
い

て
も
ま
た
、
近

代
的
な
「
国
境
」
に
よ

っ
て
、
遊
牧
民
の
み
な
ら
ず

「臣
民
」
の
移
動
が
制
限
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
国
籍
」
の
強
制
お
よ
び
自
覚
が
隠

民

一
人
ひ
と
り
に
お
い
て
進
ん
で
い
旬。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
と
い
う
外
圧
の
も
と
で
、
名
目
的
な
が
ら
も
独
立
を
維
持
し
た
オ
ス

7
ン
朝
と
ガ

1
ジ

ヤ
ー
ル
朝
に
よ
り
、

一
九
世
紀
中
葉
に
為
さ
れ
た
和
平
協
定
と
国
境
画
定
へ
の
努
力
は
、
内
政
的
に
も
ま
た
国
際
社
会
の
中
に
お
い
て
も
、
そ

近代前アジアにおける困壇の成立(守JlIJ

し
て
前
近
代
と
近
現
代
を
分
か
つ
も
の
と
し
て
時
代
的
に
も
、
西
ア
ジ
ア
地
域
の
ひ
と
つ
の
転
換
点
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
稿
で
は
国
境
が
成
立
す
る
歴
史
的
背
景
や
そ
の
過
程
に
重
占
を
置
い
た
た
め
、
具
体
的
な
国
境
交
渉
や
国
境
画
定
作
業
の
詳
細
に
ま
で
触

れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

①

印
nroFE
M
E
a
E吋
な
ど
。

②

イ
ギ
リ
ス
の
閤
査
は
‘
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
資
料
の
散
逸
が
大
き
な
蹴
失
と
し
て

包
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
佳
二
O
世
紀
初
頭
に
は
イ
ラ
ク
に
お
け
る
抽
凹

の
尭
証
と
、
軍
一
次
世
界
大
戦
中
町
絡
官
協
定
に
よ
る
イ
ラ
ク
の
骨
割
と
い
う
問

題
と
奮
接
に
関
わ
っ
て
〈
る
。
ま
た
、
パ
ピ
ロ
ン
や
ス
l
サ
な
ど
の
歴
史
的
遺
跡

の
定
ヱ
白
学
的
酬
査
も
ニ
の
期
川
中
に
行
わ
れ
て
い
た
。

@

イ
ラ
ン
H

オス

マシ
国
壌
で
の
近
代
化
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
は

拙
指
「
閏
壇
に
み
る
「
近
代
化
」
と
型
地
書
出
者
」
「
東
洋
史
研
究
』
郡
六
五
世

帯
三
号
(
二
O
O大
}
害
問
、
。
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